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第２８０回入札監理小委員会 

議事次第 

 

 

                 日  時：平成25年９月20日（金）15:15～18:10 

                 場  所：第３共用会議室 

 

 

１．道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等の事業譲渡に関する対応 

  について（国土交通省） 

２．入札結果報告の審議 

  ○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省） 

３．事業評価（案）の審議 

  ○道路、河川・ダムにおける発注者支援業務等（国土交通省） 

４．入札結果報告の審議 

  ○港湾・空港における発注者支援業務（国土交通省） 

５．事業評価（案）の審議 

  ○港湾・空港における発注者支援業務（国土交通省） 

６．実施要項（案）の審議 

  ○那須平成の森運営管理業務（環境省） 

７．事業評価（案）の審議 

  ○国有林間伐事業（農林水産省） 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

  石堂主査、井熊副主査、関根専門委員、宮崎専門委員、早津専門委員 

 

（国土交通省） 

  大臣官房 技術調査課 高村室長、牧角課長補佐 

  大臣官房 地方課 長嶺企画官 

  土地・建設産業局 小椋企画官 

 

（国土交通省） 

  港湾局 技術企画課 下司課長、田中室長、北出企画官 
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（環境省） 

  自然環境局 国立公園課 鳥居課長、吉松課長補佐、潮課長補佐、中川自然保護官 

 

（農林水産省） 

  国有林野部 業務課 渕上課長、田口企画官、尾山企画官 

 

（事務局） 

  後藤参事官、金子参事官 
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○石堂主査 それでは、ただいまから「第280回入札監理小委員会」を開催いたします。 

 本日は議題が結構多うございまして、７つございます。 

 まず最初に、国土交通省さんの「道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務

等」の事業譲渡に関する対応ということで御報告をいただきます。２番目に、「道路、河

川・ダム、都市公園における発注者支援業務等」の事業の入札結果報告。また、３番目に

同事業の実施状況及び評価（案）ということで御報告をいただきます。また、４番目に国

土交通省さんの「港湾・空港関係における発注者支援業務」の入札結果報告。また、５番

目として、同事業の実施状況及び評価（案）。６番目に、環境省さんの「那須平成の森運

営管理業務」の実施要項（案）。７番目に、農林水産省さんの「国有林間伐事業」の実施

状況及び事業の評価（案）について審議いたします。 

 最初に、国土交通省さんの「道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等」

の事業譲渡に関する対応についての審議を始めたいと思います。 

 国土交通省大臣官房技術調査課、高村室長より御説明をお願いしたいと思います。今日

は議題もたくさんあるものですから、説明は10分程度でよろしくお願いしたいと思います。 

○高村室長 それでは、お手元の資料のＡ－３から御説明いたします。事業譲渡の関係で

すので、Ａ－３、Ａ－４、Ａ－５ということになろうかと思います。時間の都合もありま

すので、簡単に御説明いたします。 

 １ページをお開きください。今回の報告の趣旨の概要でございます。国土交通省が発注

いたします発注者支援業務等につきましては、平成22年７月に閣議決定されました公共サ

ービス改革基本方針に基づきまして、いわゆる市場化テストへの対応を行ってきたところ

でございます。一方、この業務につきましては、平成22年７月に当時の国土交通大臣より

当時の建設弘済会等に対しまして、当該業務からの計画的撤退を要請されたところでござ

います。 

 これにつきまして、国土交通省の検討チームにおいて、旧建設弘済会等の技術・ノウハ

ウの継承及び職員の雇用確保等を含めた検討がなされております。この検討に基づきまし

て、旧建設弘済会等が受注している業務が平成24年度後半から事業譲渡が行われたという

ことでございます。この検討チームのとりまとめの内容が一番下にございますけれども、

ノウハウをできる限り民間事業者に継承すること。それから、職員の雇用を確保すること。

それとともに、事業譲渡の形態として３手法を提示しているところでございます。 

 めくっていただきまして、２ページでございます。今回の報告趣旨といたしましては、

発注者支援業務等の事業譲渡に関しまして、国土交通省といたしましては、契約上の地位

の移転という整理をしておりました。競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

第21条の契約変更に該当すると認識しておりませんで、国土交通省内の手続のみを行って

いたということでございます。これにつきまして、我々、事業譲渡に関する手続の不備が

あったことにつきまして反省しているところでございます。今後の事業譲渡を進めるに当

たりまして、契約の変更、それから欠格事由のうち暴力団排除の対応につきまして整理し、
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御報告させていただくということでございます。 

 ３ページは、先ほど申し上げた内容を建設弘済会等の対応としまして、国土交通大臣の

要請の部分が左、それから市場化テストの部分が右という形で整理しております。国土交

通大臣からの要請が平成22年７月６日で、公共サービス改革基本法に基づきます閣議決定

も平成22年７月６日と、同日付で２つの施策が動いたということでございます。 

 めくっていただきまして、４ページが発注者支援業務等の内容ということで、我々発注

者のいろいろな意味での補助の業務をしていただいておるということでございます。 

 さらに、５ページをめくっていただければと思います。今回、発注者支援業務等にかか

ります市場化テストの位置づけでございます。もともと建設弘済会問題というのが天下り

先であるという認識のもと、多額の業務を随意契約で独占的に受注している。ここがかな

り問題視されておりました。 

 これにつきましては、平成18年より随意契約の見直し、あるいは平成22年度から一般競

争の全面導入といった対応をしておったわけでございますけれども、21年12月の閣議決定、

政府関連公益法人の徹底的な見直しということも踏まえまして、先ほど申し上げました国

土交通大臣からの撤退要請の話と市場化テストの話。撤退要請に関しましては、公益法人

改革という観点、それから民間事業者による競争促進という観点。それから、市場化テス

トにおいては、公共サービスの質の維持向上、経費の削減、透明性・公平性の確保といっ

たことを両輪という形で、適正な競争環境を醸成していきたいと考えております。 

 民間事業者のみによる適切な競争環境と、それらの工夫による、より優れた公共サービ

スの質が確保されるよう国土交通省として取り組んでまいりたいと考えております。 

 めくっていただきまして、６ページでございます。今回、そういう意味で事業譲渡とい

うことでございます。事業譲受会社、譲り受け先の選定あるいは品質確保の基準というも

のを決めていかなきゃいけないということでございまして、我々としては、国民への説明

責任があるという観点のもと、計画的撤退の進捗状況につきましては、地域づくり協会、

旧建設弘済会でございますけれども、これから情報提供を受けるとともに、我々としては

モニタリング及び助言を行う。 

 それから、品質の確保という面につきましては、権利義務譲渡ということでございます

けれども、これについての申請について適切に判断いたしまして承諾を行う。さらに、地

域づくり協会は第三者委員会、アドバイザーから譲受会社の選定方法、評価方法等につい

て助言をいただくことになっておりまして、これについても国土交通省としてモニタリン

グしてまいりたいと考えております。 

 めくっていただきまして、７ページでございます。今回、この発注者支援業務等の事業

譲渡に関する内容を実施要項に追記していきたいと考えております。長々書いております

けれども、権利義務の譲渡ということでございまして、１つは、アドバイザーを活用いた

しまして譲受会社の選定方法・評価方法等につきまして助言を受けるということ。それか

ら、赤でございますけれども、選定過程の情報について適切に記録・保存、そして監理委
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員会の求めに応じまして適切に資料を提示させていただきたいと考えております。 

 それから、譲渡される業務の品質の確保の点からは、条件といたしまして、１つが当該

入札が行われた場合の競争参加資格要件を具備していること。それから、組織・体制が旧

建設弘済会等で行われております業務履行体制と同等の体制が構築されることが前提でご

ざいます。 

 それから、譲受会社自体が公共サービス改革基本法に基づきます15条の認められないも

のに該当しないことを確認するこということでございます。 

 それから、実施要項の最後のところで、前年度の事業譲渡の実施状況について報告する

というものを実施要項に記載するとともに、後でまた出てきますけれども、既に契約済み

の業務については、同じような対応をとることを別途通知することとさせていただいてお

ります。 

 めくっていただきまして、８ページでございます。これは、現在、この事業譲渡にかか

ります各地域づくり協会の進捗状況でございまして、東北につきましては、先行して４社

が選ばれ、既に一部事業譲渡がなされております。例えば中部につきましては既存の会社、

九州地域づくり協会につきましては既存の会社及び新設会社に譲渡するということでござ

いまして、ほかの多くの会社につきましては、新たな会社を新設して、今後譲渡予定とい

うことでございます。例えば関東地域づくり協会につきましては、譲渡予定であります会

社について、この７月３日に新設会社を設立したということになりまして、この秋、10月

以降、それぞれの地域づくり協会で事業譲渡が本格化することになっております。 

 ９ページについては、また後ほど御説明いたします。 

 10ページでございます。国土交通省によります旧建設弘済会等への関与ということでご

ざいます。旧法人制度に基づきます主務官庁としての関与と、発注者としての関与がござ

います。旧主務官庁としての関与といたしましては、法律が変わってしまいましたので、

制度設計上は、一般社団になった以上、直接的な関与ということではないのですけれども、

もともと発注者支援業務等から計画的に撤退することを要請した責任がございますので、

その撤退がバランスのとれた進捗がされていることについては、適切に関与してまいりた

いと思っております。 

 また、発注者としての関与は当然でございますけれども、適切に履行体制がなされて、

的確に業務が実施されることについては、当然、発注者として責任を負うということでご

ざいます。 

 具体的にどのように進めていっておるかというのを、資料Ａ－４、まず東北建設協会に

おけます事業譲渡でございます。 

 １ページで、昨年度後半に一部の発注者支援業務等の事業譲渡を行ったということでご

ざいます。これにつきましては、外部有識者からなります譲受人選定委員会を設置いたし

まして、さまざまな意見をいただいております。また、官報公告による公募によりまして

譲受会社を選定する方法をとっておる。 



7 

 

 （１）譲受会社の選定といたしまして、公募によりまして10社の応募がございました。

これについて、後ほどちょっと出てきますけれども、18の評価項目を基に総合的に評価を

行った。結果、４社を適格者として選定しております。 

 業務品質に関する確認につきましては、これは先ほどの検討チーム、及びその後、我々

のほうで、どんな場合に契約上の地位の移転及び業務実績の承継を認めるかという文書を

出しておりまして、それに基づきまして適切に業務を実施するという体制が整っておると

いうことを審査した上で、問題がないと承認しておるということでございます。 

 ２ページでございますけれども、暴力団排除にかかる審査でございます。これにつきま

しては、それぞれの会社４社、他の事業もやっておりますので、当該業務の落札者となっ

た時点で審査を行っておりまして、問題がないことを確認しております。さらに国土交通

省といたしましては、警察庁と常に連携しておりまして、その情報を随時入手していると

いうことでございます。 

 平成24年度の事業譲渡結果につきましては、４社に12月13日付で事業譲渡を行っており

ます。残る業務につきましても、今年度あるいは次年度以降に順次、この４社に対して事

業譲渡を行うと聞いております。 

 ３ページにつきましては、選定委員会から事業譲渡に至るまでの経緯・日程を示してお

ります。 

 ４ページでございますけれども、先ほどの18項目。このような評価項目のもとに評価を

行ったということでございます。 

 ５ページにつきましては、先ほどちょっと飛ばした部分ですけれども、譲渡代金の考え

方でございます。例えば下の４社の譲渡代金。岩手パブリックの受注金額は、もともと旧

建設協会が3.7億円受注しておりました。そのうち2.9億円につきましては、既に国土交通

省から既済部分払いということで岩手パブリックに払われておりました。 

 残りの0.3億円と0.5億円、いわゆる8,000万円につきましては、東北建設協会がお金を受

け取っていなかった部分ですけれども、0.3億円については既に仕事をしておったというこ

とで、後ほど国土交通省から支払われる予定だった部分につきましては、岩手パブリック

から東北建設協会に支払われて、後ほど岩手パブリックはこの8,000万円について、国土交

通省から支払いを受けるという仕組みになっているところでございます。 

 ６ページでございます。事業譲渡、権利義務譲渡を行う場合の審査の事例でございます。

これは、東北地方建設局の中でも秋田河川国道事務所の業務でございまして、シビル設計

に譲渡した場合。ここにつきましては、事業譲渡前、事業譲渡後、いわゆる発注者支援の

工事監督支援でございまして、かなり人に頼る仕事でございますけれども、実際、管理技

術者も担当技術者も、それぞれ新しい会社に移籍することによって同等の体制が整ってい

るという一例でございます。 

 一方、７ページにつきましては、承継前と異なる管理技術者が業務を引き継ぎ履行する

場合でございます。これにつきましては、担当技術者は同じなのですけれども、体制の問
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題もあって管理技術者は移籍しなかった場合、これは新しい管理技術者につきまして、そ

こにあります資格要件あるいは技術力等が、もともと先にやっていた方と同じようなレベ

ルの資格あるいは経験を持っていることを確認した上で、その引き継ぎの履行を認めたと

いうものでございます。 

 資料Ａ－５は、九州地方計画協会におけます事業譲渡の実態でございます。これは、本

年度、25年７月末に行われました。これにつきましては、電気通信関係の発注者支援なの

ですけれども、ここの協会が１件だけしか電気通信関係を持っていなかったもので、先行

して事業譲渡を行ったものでございます。これにつきましても、東北と同様に公募を行っ

たのですけれども、応募は１社だけであったということでございます。 

 めくっていただきまして、２ページでございますけれども、これも同様の業務体制が履

行確認できること。 

 それから、暴力団排除にかかる審査を行った結果といたしまして、譲受会社として１社

応募があった明日香コンサルタントが妥当であることを認めまして、７月31日付で事業譲

渡を行っております。 

 ３ページは、事業譲渡以外にかかるものも書いてありますけれども、赤字の部分が事業

譲渡にかかわります工程の経緯でございます。 

 それから、４ページが九州計画協会が行った評価項目の内容。 

 それから、５ページは、権利義務譲渡におきまして、どのような審査を行ったかという

ことでございます。これは、実際に業務をやる方、それから管理技術者とも、同じ人間が

移籍してやっていただけるということでございまして、同等の体制が整ったと認めておる

ところでございます。 

 それから、Ａ－６が先ほど申し上げました、今回、既に契約済みの業務につきまして、

権利義務譲渡を行う場合の考え方について通知しようとしている文章をおつけしておると

ころでございます。 

 早口で済みません。以上でございます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 続きまして、本件について事務局から説明をお願いいたします。なお、説明は５分程度

でお願いしたいと思います。 

○事務局 資料Ａ－１、Ａ－２をごらんください。時間がございませんので、概要版のＡ

－１で説明させていただきます。これまで公開、非公開を含め、４回の議論を小委員会で

しており、これらの議論の結果を踏まえまして、対応等を整理したＡ－１、Ａ－２のペー

パーに基づいて、小委員会のほうから監理委員会のほうに報告してもらうことになります。 

 Ａ－１の２．議論のポイントでございますけれども、これまで４回の小委員会の議論の

中で、大きく分けて４つ、①から④の論点に基づきまして議論が進められたところでござ

います。 

 １つ目の論点につきましては、発注者支援業務等について、旧建設弘済会等から民間事
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業者等に対する事業譲渡はなぜ行われることになったのか。また、事業譲渡においては、

どのような点が重視されたのかということでございますけれども、先ほど国土交通省から

の説明にございましたとおり、事業譲渡につきましては公益法人改革の流れを受けまして、

国土交通大臣が建設弘済会等に対し、発注者支援業務等からの計画的撤退を要請しました。 

 計画的撤退に当たっては、国土交通省内の副大臣をチーム長とする検討チームにおいて、

弁護士、公認会計士等の外部有識者の助言を得ながら、事業にかかるノウハウをできるだ

け民間事業者に継承するという点と、現在働いている職員の雇用を確保するという観点か

ら整理を行っております。また、実際の事業譲渡においては、外部有識者からなる第三者

委員会を活用しつつ、譲受先を選定し、従前と同様の実施体制、業務品質が十分に確保さ

れており、経費につきましても、先ほどの説明にありましたとおり、事業譲渡前で国土交

通省さんが払う経費については何ら変更がないと整理されているところでございます。 

 ２つ目の論点ですけれども、事業譲渡が市場に与える影響について、国土交通省はどう

考えているかということでございます。旧建設弘済会の事業譲渡と市場化テストの実施、

この２つの施策が相まみえることによって、民間事業者のみの適正な競争環境が醸成され、

国土交通省は計画的撤退がバランスのとれた進捗となるように、第三者委員会を含む建設

弘済会の事業譲渡の動きについて、しっかりモニタリング、助言を行うということで、適

切な競争環境を維持するための取組を継続していくという説明があったところでございま

す。 

 ３つ目の論点でございますけれども、事業譲渡に関する公共サービス改革法第21条に契

約変更に該当する規定が設けられておりますけれども、そちらの条文に基づきまして、監

理委員会の議を経る必要があったのではないかという視点でございます。国土交通省は、

事業譲渡につきまして契約上の地位の移転であるという整理をしておりまして、契約変更

に当たらないという認識でおり、国土交通省内の手続のみを実施していた。これにつきま

しては、今後、実施要項にあらかじめ事業譲渡の要件を明記することによって、公サ法上

の手続を担保していくということで整理しているところでございます。 

 最後の論点ですけれども、公共サービス改革法の目的といたしまして、サービスの質の

維持向上と経費削減、並びに事業の透明性、公平性、競争性を担保するという観点がござ

いますけれども、この点をどのように担保していくか。この点につきましては、先ほどか

らの繰り返しになりますけれども、譲受者の選定、品質確保の基準、暴力団排除の手続等

につきまして実施要項に記載いたしまして、監理委員会の議を経て新規の発注を行ってい

く。既に契約済みの事業については、先ほど通知案について、国土交通省のほうから説明

いただきましたけれども、同趣旨を通知に明記いたしまして、監理委員会の了承を得た後

に公文書として地方整備局と旧建設弘済会等に発出することで担保するということでござ

います。 

 国土交通省は、引き続き、譲受者の選定が適切に行われるようにモニタリング、助言を

行って、技術者及び業務履行体制を審査していく。暴力団排除の手続につきましても、当
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初の発注のときと同じように警察庁に照会を行いまして、しっかり担保していくという説

明があったところでございます。 

 以上の４つの論点につきまして、国土交通省の説明がきちんとされていると事務局とし

ては認識しておりまして、資料Ａ－２の内容に基づきまして、主査のほうから監理委員会

のほうに御説明をお願いしたいと思うところでございます。 

 以上です。 

○石堂主査 ありがとうございました。過去の経緯等もあり、なかなか難しい案件でござ

いましたけれども、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ある委員は御発言

をお願いいたします。どうぞ。 

○井熊副主査 御説明ありがとうございました。 

 今、事務局のほうから説明がありました論点のうち、これまでの経緯をきちんと説明い

ただくとか、あるいは実施要項に関して、今後どういうものを期待するかということの方

針があるのですけれども、今後どうやって適正な競争環境を維持するのかということにつ

いては、まだ取り組みが具体化しているとか、これからのことだと思いますので、そこに

ついては非常に独占性の強い、寡占性の強い事業を弘済会から事業譲渡したわけですから、

そこで競争環境を維持していくのは、またそれなりの工夫が要ると思いますので、ぜひそ

こに関する取り組みに力を入れていただきたいなと思います。 

○高村室長 そこはおっしゃるとおりでして、具体的にどのような問題が果たして出てく

るか、今、この時点で明解にすることはなかなか難しいのでございますけれども、いずれ

毎年、このように実施状況を御報告させていただいて、そのとき実施要項の中にどのよう

に織り込んでいくか。より競争性を高める、あるいは公正性を高める方法が出てきたら、

前年度の結果を受けてまた御相談させていただいて、我々としては国民目線から見て疑義

が向けられることのないようしっかり対応してまいりたいと考えております。 

○井熊副主査 これまで譲渡問題に関する議論が中心になってきたもので、この事業その

ものに関する議論はそこで行われていたと、我々もやや誤認してしまうようなところがあ

るわけですが、あくまでこれまで主として議論されてきたのは、この譲渡に対しての問題

であって、ここから先、そこの事業発注が適切に行われるかどうかというのは、これから

の問題だというところはきちんと分けて捉えておく必要があるのではないかと思います。 

○石堂主査 そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、時間となりましたので、本事業に関する審議はこれまでとさせていただきま

す。 

 事務局から何かございますか。 

○事務局 本件につきまして、監理委員会で御報告を主査のほうからお願いしたいのです

が、いかがでしょうか。 

○石堂主査 それでは、本日の審議を踏まえ、私のほうから監理委員会に報告させていた

だきます。 



11 

 

 続いて、同じく国土交通省さんの「道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業

務等」の入札結果の報告に移りたいと思いますが、関連する案件ですので、同事業の実施

状況及び評価の審議もあわせて行いたいと思います。 

 入札結果及び事業の実施状況について、高村室長より御説明をお願いしたいと思います。

なお、説明は15分程度でよろしくお願いしたいと思います。 

○高村室長 では、ＢとＣをあわせて15分ということでよろしいですか。 

○石堂主査 はい。 

○高村室長 では、資料Ｂ－１をお手元にごらんください。これは、本年度の発注者支援

業務等の発注状況についての資料でございます。数字の羅列で非常に見にくくて恐縮でご

ざいますけれども、今回、25年度の発注状況につきましては、公共サービス改革基本法に

基づきます民間競争入札実施前の22年度及び24年度、25年度の発注状況について、見比べ

て報告させていただきます。 

 25年度の契約の傾向でございます。見ていただきますと、25年度の件数が985件、昨年度、

24年度の契約が941件です。金額につきましては、平成25年度336億2,600万円、昨年度、24

年度が300億円そこそこでございまして、全体として平成24年度補正予算の執行がございま

すので、若干増加しておるということでございます。参考でございますけれども、下に弘

済会の受注割合も書いております。件数ベースで見ていただきますと、平成22年度の47％

に対して、25年度は38％、金額ベースで22年度の40％に対して32％と、ちょっと減少傾向

にあることがわかろうかと思います。 

 めくっていただきまして、２ページで、年度別の業務の履行状況でございます。見方が

ややこしいのですけれども、平成22年度の時点においては、この仕事は全部単年度の発注、

その年に発注して、その年に完成するということでございましたが、現在、いわゆる国債

の複数年度発注でやっているものと単年度のものが入り交じっております。 

 例えば平成24年度の履行につきましては、23年度に発注して24年度も仕事をするという

お金が、ここでいいますと小計で614件、24年度発注しているものが941件で、履行中では

1,555件となります。25年度におきましては、23年度に発注して25年度にまだ仕事をしてい

るものが33件、24年度に発注して25年度にも仕事をしているのが613件で、25年度の発注が

985件で、履行中ベースの数え方で言うと1,631件になります。 

 それを同じように金額で集計いたしますと、平成24年度の履行が534億9,000万円、25年

度の履行ベースで言うと562億円になりまして、非常に数字的に見にくいのですけれども、

過年度発注のものと当年度発注のものが入り交じった形で、履行ベースではこういう計算

をしておるということでございます。 

 競争性の改善状況でございますけれども、平均応札者数で見てみますと、25年度は24年

度から若干減ったのですけれども、22年度に比べますと、2.4に対して3.2ということで、

若干ふえているということかと思います。一者応札につきましても、単年度契約で45％、

２カ年契約では49％でございまして、24年度に比べますと一者応札がふえてしまったので
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すけれども、単年度契約で見た場合は、民間競争入札実施前の22年度、47％に対して45％

ということで、ほぼ同等か若干減っているという数字になっております。 

 これを地域別に見てみるとどうかというのは、３ページでございます。全国平均の一者

応札の割合は、25年度業務で47％でございますけれども、左側の表、北海道から沖縄まで

並べたものを見ていただくとわかるのですけれども、民間会社の多い関東とか近畿などは

比較的一者応札の割合が低いのですが、競争相手が少ない地方部においてはどうしても高

くなる傾向があるということでございます。 

 業務の分野別ですと、技術審査業務や河川許認可審査業務、内容的に役人以外、余り経

験がないような仕事については、どうしても一者応札が高い傾向が見られるのかなと思っ

ております。ただ、民間競争入札前の22年度よりは減少しておるということでございます。 

 めくっていただきまして、ページ数が消えていて申しわけないのですけれども、４ペー

ジ、４．平均落札率の状況でございます。平均落札率につきましては、平成22年度から見

て86％前後、右下の数字でございまして、大きく変動はしておりません。 

 それから、５．複数年度業務の導入効果でございますけれども、平成25年度は民間から

複数年度業務があるほうが参入しやすいというのがありまして、６割ということで、かな

り多くの業務で複数年契約を実施しておりますが、ここについては、単年度か複数年度か

による一者応札の割合というのは、実は余り変わらなかったという結果になっております。 

 最後、５ページですけれども、平成24年度の事業の譲渡、東北建設協会で行われた事業

譲渡の結果、金額ベース、件数ベースでお示ししておるところでございます。30件、24.3

億円でございます。 

 続きまして、資料Ｂ－２でございます。これは、昨年度、24年度に実施いたしました成

績等を含めました状況でございます。24年度につきましては、発注者支援業務722件、用地

補償41件、公物管理214件でございまして、その状況について報告させていただきます。ち

なみに、受託業者といたしましては、弘済会が46％、445件、ほかのものが54％ということ

でございます。 

 めくっていただきまして、２ページでございます。対象公共サービスの実施内容につい

ての評価でございます。これは、工事と同じなのですけれども、業務につきましてはそれ

ぞれ点数をつけております。平成24年度の業務につきましては、別途にそれぞれ個別の業

務の点数を書いておりますけれども、見ていただきますと、年度の平均総合評点というの

が、平成22年度の単年度のものから、23年度の単年度、それから23年度の２カ年で24年度

に終わっているもの、それから24年度単年度発注のものの成績評価を並べております。75.9、

75.9、76.6、76.2ということでございまして、若干の増減はございますけれども、ほぼ同

等の評価かと思っております。 

 これらの業務につきましては、それぞれの点数を見ても、我々発注者が求める業務品質

については確保されているものでございます。 

 それから、（２）で、民間事業者がそれぞれ入ってきていただいておりますので、その
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創意工夫について例示的にお示ししております。例えば、ア 業務の実施方針でございま

すけれども、なかなか外に出せない情報もあるわけでございますが、その情報管理につき

ましては、社内教育とか専用執務室あるいは指紋認証等々、情報管理が徹底された例がご

ざいました。結果としては、情報漏洩等は発生しておりません。 

 ３ページ、業務に対します技術提案等でございますけれども、例えば技術審査におきま

しては、厳正な審査を行う上で、疑義事項については発注者に適切に情報を伝えるという

ことで、吹き出しを用いた資料をつくるとか、独自のチェックリストをつくる。あるいは、

用地補償については交渉相手がおられるわけですけれども、特に高齢者などに御理解いた

だくために必要な留意点をまとめましたマニュアル的なものを整備するといった工夫がな

されておりまして、民間ならではの工夫もあったのかなと思っております。 

 下の実施経費についての評価です。平均応札者数でございますけれども、23年度から24

年度につきましては若干増加しておるということでございます。特に工事監督支援につき

ましては、もともと民間の得意とする分野だったと思いますけれども、応札者数の増加傾

向が強いかなと思っております。 

 めくっていただきまして、４ページでございます。一者応札の割合の推移でございます

けれども、22年、23年、24年と比較いたしますと、22年に比べますと一者応札は減少して

おるということでございます。 

 平均落札率につきましては、先ほどと同等の話でございますけれども、22年度とほぼ同

様の傾向を示しておるということでございます。 

 次のページ、５ページでございます。これは、先ほどの東北建設協会が受託しておりま

した30件の業務が、事業譲渡することによって点数が変化したかどうかということでござ

います。見ていただきますと、いろいろ業務があるわけでございますが、若干のばらつき

がございますけれども、事業譲渡された業務につきましても、ほかの業務と比較しても全

体としては点数はほぼ同じということで、業務品質は確保されているかなと思っておりま

す。 

 ５のまとめでございます。 

 評価の総括といたしまして、業務の品質という意味での評定点につきましては、大体同

等で十分に品質は確保されている。それから、民間ならではの工夫もなされているのかな

と思っております。それから、平均落札率については大幅な変化はございませんけれども、

一者応札の割合は幾らか減少しておりまして、その反対といたしまして平均応札者は若干

増加しまして、競争性についても市場化テスト導入前に比べまして改善しているのかなと

思っております。 

 今後の方針といたしまして、引き続き競争性の改善のための取り組み。先ほど申し上げ

ましたけれども、事業譲渡が行われるということもございますので、その辺をモニタリン

グしつつ、競争性のさらなる改善に取り組んでまいりたいと思っております。また、事業

譲渡に関しましては、業務の履行体制のチェック等もやってまいりたい。それから、複数
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年契約もかなり拡大させていただいておりますけれども、２カ年、３カ年と、どういう割

合にしたらいいのかということも含めまして、発注形態については硬直的にならないよう、

随時見直してまいりまして、当該業務の適正な競争環境を維持するための取り組みをして

まいりたいと考えておるところでございます。 

 ６ページと７ページには、弘済会とそれ以外のものについての数字を並べておりますけ

れども、お話としては、弘済会の仕事がちょっと減ってきているということが見えるかな

と思っております。 

 私からは、以上でございます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 続きまして、本事業の評価（案）につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

５分程度でお願いしたいと思います。 

○事務局 国土交通省からの実施状況についての報告を受けまして、内閣府としての評価

を説明したいと思います。資料Ｂ－４をごらんください。 

 道路・河川・ダムにおける発注者支援業務等の事業評価（案）ということでございます

けれども、Ⅰにつきましては、先ほど国土交通省からの説明があったとおりでございます

ので、割愛させていただきたいと思います。 

 ２ページ目のⅡ 評価でございますけれども、２ 対象公共サービスの実施内容に関す

る評価の（１）対象公共サービスの質についての達成状況でございます。サービスの質に

つきましては、国土交通省から説明があったとおり、評定点というのを用いて評価を行っ

ておりまして、市場化テスト実施前の平成22年度と、今回の評価対象となっている平成23

年度の２カ年契約の複数年契約の事業、平成24年度の単年度契約の事業につきまして評価

を行っているところでございます。 

 評定点につきましては、市場化テスト導入前の平成22年度業務の平均評定点に比べ、若

干高い傾向が見られている分野もございますけれども、全体として民間競争入札導入前と

比較して、ほぼ同等の結果であったということであり、これらの業務については、平成22

年度の業務において特段の問題は確認されていない、それと同水準であるところでござい

まして、適切に業務が実施されていると評価できる。さらに、全ての業務において、実施

要項において実績と認めている業務成績60点以上を確保しているということもございまし

て、発注者が求める業務品質は確保されていると評価したいと思っております。 

 続きまして、３ページ目でございますけれども、（２）民間事業者等からの改善提案に

よる実施事項ということで、先ほど国土交通省の説明の中に、幾つか民間からの創意工夫

に基づく取り組みの御紹介がありましたけれども、その中から特に効果的であろうものを

抜粋しておりまして、１つ目は、情報管理の徹底という部分で情報漏洩事案の未然防止を

している。２つ目は、技術審査業務における独自のチェックリストを活用した統一的な審

査体制を図るということで、公正かつ効率的な審査を実施した。３つ目が、河川巡視業務

における早朝・夜間の巡視、休日等の実施を含めた巡視計画を作成することによって、不
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正行為の抑止力を高めたという部分でございます。 

 次に、３ 実施経費についての評価でございますけれども、発注者支援業務につきまし

ては、先ほど25年度は985件の発注があったということでございまして、この評価対象とな

っている業務につきましても、およそ1,000件の事業数がございました。こちらの事業を個

別に経費の推移とかは確認できないところでございまして、平均落札率と平均応札者数及

び一者応札の割合の推移で評価をしているところでございます。 

 （１）平均応札者数の推移ですけれども、平成23年度複数年契約の応札者数が2.8者、平

成24年度単年度契約の業務の応札者数が3.8者となっておりまして、民間競争入札実施前の

平成22年度の2.4者と比較すると増加している傾向があるということでございます。特に、

発注者支援業務のうちの工事監督支援業務については、他業務と比較して応札者数の強い

増加傾向が見られているところでございます。 

 次、４ページ目の（２）一者応札の割合でございます。評価対象業務における一者応札

の割合は、平成23年度複数年契約の事業が41％、平成24年度単年度契約の事業が36％とな

っておりまして、民間競争入札実施前の平成22年度の業務の68％と比較して減少している

ということで、一者応札の割合が順調に減少しているところです。特に公物管理において

一者応札の割合が減少しているところから、競争性が向上していると評価できます。 

 最後の（３）平均落札率の推移につきましては、平成22年度の業務と比較いたしまして、

ほぼ同程度であるところでございます。 

 ５ページ目です。先ほど事業譲渡の話をさせていただいたところでございますけれども、

｢４ 事業譲渡対象業務の成績評定について｣をご覧下さい。先ほど国土交通省からの説明

にございましたとおり、今年度、事業評価の対象となる18件につきまして、従前と比較し

てほぼ同等、業務によっては同等以上の成績が得られているということでございまして、

事業譲渡が行われた業務につきましても、業務品質がきちんと確保されているところでご

ざいます。 

 最後、まとめということで、評価の総括でございます。本業務の実施に当たって、確保

されるべきサービスの質は、評定点が従前とほぼ変わらない、分野によっては上昇してい

るものがあるところでございまして、達成されていると考えられます。さらに、民間事業

者等の創意工夫によって業務品質の向上が確認されているところでございます。さらに、

経費の面につきましても、平均落札率は大幅な変化はないものの、一者応札の割合が低下

している。平均応札者数が増加しているところから、一定程度の競争性が改善されている

と評価できるのではないかと考えております。 

 （２）今後の方針につきましては、競争性の確保の面で、一者応札者数が減少して、平

均応札者数がふえているという、競争面の改善は若干見られていますけれども、引き続き

競争性の改善を進めていく必要があるのではないかということでございまして、翌年度以

降も民間競争入札を実施することが求められます。 

 さらに、先ほど旧建設弘済会等の事業譲渡が引き続き行われるということでございまし
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て、井熊先生からの御指摘にもございましたとおり、競争環境というものを今後も適切に

整える取り組みをしていかないといけないところがございますので、競争性が十分確保さ

れるように適切な契約年数の検討とか、ロットを含めました発注形態の見直し等の取り組

みを継続して実施する必要があるのではないかということでございます。 

 当方からは以上です。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あるいは御発言をお願い

いたします。どうぞ。 

○井熊副主査 御説明ありがとうございました。 

 全般的に今、事務局から説明があったように、事業譲渡というのは改善の方向にあるの

かなと思うのですが、一番気になりますのは競争性がどれだけ担保されるかということで、

競争性については事務局の資料の３ページにあるように、業務によってかなりばらつきが

あるということで、全般的な評価というのはやや危険かなと思います。技術審査とか公物

管理一般については、競争性が非常に低い。競争性が２未満ということは、平均して２者

同士の競争が行われていないということですから、これは改善の余地があるだろう。 

 どのぐらいならいいのかということの参考に、例えばヨーロッパなどで競争的対話で事

業者を絞っていくときには、大体３者をめどにしているのです。３者をめどに事業者を絞

って競争させると言っているので、応札者数が１．１者や１．３者といった程度での改善

というのは非常に微々たるもので、平均して最低でも本当にきちんとした競争があるなら、

国際的には３者ぐらいと思われているのかなということがあります。よくなった業務と改

善しない業務は特徴があるはずなので、そこを一層の改善を図られるべきかなと思います。 

 もう一つは、単純に見てしまうと、弘済会何％、弘済会とJVで何％、民間で何％と、弘

済会がなくなると、弘済会で譲渡した先が民間企業だとすると、競争性はどうしても減る

傾向にあるかなと思えてしまうので、事業譲渡の影響というのは慎重に見る必要があろう

かなと思います。 

 以上です。 

○石堂主査 いかがでしょうか。 

○高村室長 確かに仕事によって大分違う。最後、ちらっと申し上げましたけれども、公

物管理とか技術審査のようなものについては、公務員でないとふだんなかなか経験できな

い仕事なので、民間の経験がもともとない。そこにどういうふうに参入してもらうかとい

うのが、正直頭の痛いところではあります。我々としては、そこに参入してもらう工夫も

してきたのですけれども、特に採算性が悪いという話もかなりされておりまして、場合に

よってはもう少し積算の方式を変えなくちゃいけないとか、仕事の内容的にもよりわかり

やすくして、民間の方の不安感を軽減するなど、さらなる工夫はまた今年考えてみたいと

考えております。 

○石堂主査 よろしいですか。ほか、いかがでしょうか。 
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 私から、内閣府のほうで出した資料の３ページの実施経費についての評価が、業務ごと

に実施内容、業務量、実施期間が異なるためなかなか難しいのだと書かれているのですけ

れども、その下の表にある各業務分野ごとで見ていくと、やる内容が比較的固定的なもの

もなくはなかろうという気がするのです。 

 それで、実際にこの市場化テストをやっていて効果があったかどうかということを、こ

こに示された３つの指標である程度見ることができても、結局実額でとられればそれにこ

したことはないという感じがします。例外的にせよ、同じような業務で、繰り返し同じよ

うな契約をやっているものについて比較したらどうか。これは、業務的に大変だというこ

とであれば、私も余り声高に申し上げるつもりはないのですけれどもね。 

 というのは、私、籍を置いていた会社は小売店で、千数百店舗やっていると、対前年度

売り上げが全体でどれだけ伸びたか。５％伸びたとしても、新規店舗が実額で10％伸びて

いると、全体としては調子が悪かったねということになるのですね。そうすると、ほぼ同

じ条件で前年度も本年度も営業したという、既存店という言い方をしていましたけれども、

同じようなやり方だったところが伸びているかというのが全体的な傾向になるということ

を見てきたのです。 

 ですから、いろいろなケースがあるのは重々わかるのですけれども、比較的同じ内容で

契約が繰り返されているところについて経年で見ていって、契約額は下がっているのかど

うかという、しっぽをつかまえていただけないかと思うのですけれども、それはかなり難

しいですか。 

○牧角課長補佐 積算が変わらないと、同じ内容で同じ業務量だと、お金は発注上は変わ

っていかない。ただ、先生のおっしゃられているのは、受注した業者も、同じような内容

であれば金額が少し下がっていかないかというイメージですか。 

○石堂主査 というか、さっきも応札者数がふえる、それが競争原理が機能している一つ

の証左になるだろうということだけれども、結局はそういうことをやって本当に下がった

のだろうかというところが欲しいですね。だから、ここに出されている３つの比率で、い

い傾向に見えるところで、本当に実額で下がっているのだろうか。一部にせよ、捉えてい

ただければ説得力があるのではないかと思ったのです。それで、先ほど申し上げたように、

作業的に大変なことになるということであれば、余り申し上げるつもりはないのですけれ

ども、難しそうですか。 

○高村室長 ちょっとこの時点では。 

○石堂主査 検討してみていただけますか。 

○高村室長 データの分析方法を変えれば変わるのかということだと思いますので。 

○長嶺企画官 どのような条件を設定をすれば比較できるような内容となるのかを考える

必要がありますので、それをまず検討することになろうかと思います。 

○牧角課長補佐 業務の中でほとんど同じ内容、同じ業務量のものが毎年行われているも

ので、その金額がどう推移しているかとか、そういうものが抜き出せればということかと。



18 

 

来年度以降も検討してみたいと思います。 

○石堂主査 ちょっと検討してくれれば、ありがたいです。 

 ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。 

 それでは、時間となりましたので、本事業の評価（案）に対する審議はこれまでとさせ

ていただきます。 

 事務局から何か確認すべき事項はございますでしょうか。 

○事務局 特にございません。 

○石堂主査 それでは、事務局におかれましては、本日の審議を踏まえ、事務局から監理

委員会のほうに御報告するようお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（国土交通省（大臣官房）退室、国土交通省（港湾局）入室） 

〇石堂主査 それでは、続きまして国土交通省さんの「港湾、空港における発注者支援業

務」の入札結果報告の審議を行いたいと思いますが、関連する案件として、同事業の実施

状況及び評価（案）の審議もあわせて行いたいと思います。 

 最初に、入札結果及び事業の実施状況につきまして、国土交通省港湾局技術企画課、下

司課長より御説明をお願いしたいと思います。説明は、先ほど申し上げた両方にわたりま

して、15分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

○下司課長 どうぞよろしくお願いいたします。それでは、お手元の資料Ｃ－１と右肩に

書いてある資料に沿って、申しわけございません、中身がかなり細かくなりますので、担

当のほうから実情について御説明申し上げたいと思います。 

○田中室長 では、御説明申し上げます。資料Ｃ－１によりまして、まず平成25年度の発

注状況について御報告申し上げます。 

 まず、分析の条件でございますが、御審議いただきます25年度の結果に加えまして、民

間競争入札を実施する前の平成23年度、それから実施を行いました24年度の３カ年につい

て、あわせて御報告させていただきます。 

 ２ポツでございますが、まず契約の件数でございます。平成25年度が93件、24、23年度

がいずれも141件でございます。先ほど申し上げましたとおり、平成24年度から複数年度契

約を一部取り入れさせていただいておりますので、その影響でございます。 

 続きまして、２）契約相手別の受注割合でございます。ここで唐突にアルファベット５

文字、我々はこれをスコープと呼んでおりますが、正式名称は一般財団法人港湾空港総合

技術センターでございます。本日は、これをSCOPEと呼ばせていただきますが、従前はここ

が契約先になるケースが多かったということでございます。 

 件数ベースで申し上げますと、まずSCOPEに着目していただきますと、平成23年度が52％

であったものに対して、25年が40％、減少の傾向にあることがおわかりいただけるかと思

います。これに比べまして、SCOPEと民間のいわゆるジョイントベンチャーあるいは民間企

業単独といったものが増加していることが見てとっていただけるかと思います。金額ベー
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スでも同様の傾向でございます。 

 続きまして、２ページ、平成25年度履行中の件数でございます。これも先ほど申し上げ

ました平成25年度における複数年度契約などの関係を整理しておりますが、まず件数別で

言いますと、23年度、24年度が141件に対しまして、平成25年度は24年度、複数年で契約し

たものと、25年度で単年度で契約したもの、合計で139件でございまして、ほぼ同程度でご

ざいます。金額につきましても、同様の傾向であることが言えようかと思います。 

 続きまして、競争性の改善状況でございます。まず、平均応札者の数が１）にございま

す。24年度の複数年契約、それから25年度の複数年契約に御注目いただきますと、1.3者か

ら1.5者に競争性は改善傾向にあることが言えるかと思います。一方で、単年度分につきま

しては、1.4者から1.3者で、数字の上でわずかではございますが、減少傾向にございます。 

 これに連動しておりますが、一者応札の割合ですが、やはり複数年につきましては83％

から61％と競争性は改善されている。しかしながら、単年度につきましては72％から75％

に、若干増加の傾向にございます。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。ただいま御報告いたしました一者応札の状況に

つきまして、私ども、全国10のブロックに分けまして事業を実施している関係で、それぞ

れ10ブロックの状況について。それから、一言で発注者支援業務と申し上げておりますが、

右側の上の表にございます①から④のような幾つかの業務の種類で分けておりまして、そ

れぞれ業務の種類につきまして一者応札の件数などを御報告させていただいております。 

 ちなみに、業務別のほうで少しわかりにくいのですが、先ほど申し上げました４つの種

類の業務で管理しておりますが、場合によっては幾つかの業務を組み合わせて発注するケ

ースがございまして、その組み合わせにつきまして下の表で御報告させていただいており

ます。 

 １枚おめくりいただきまして、４ページでございます。平均落札率について分析を行っ

ております。３つの表がございますが、中段が全ての契約でございまして、このうち一者

応札だけ抜き出したものが一番上の表、複数応札だけを抜き出したものが下の表でござい

ます。いずれも、24年度から25年度にかけまして平均落札率は若干低下の傾向にあること

が言えようかと思います。また、先ほど申し上げました業務の種類ごとの平均落札率につ

いても、下の表で御報告させていただいております。 

 続きまして、５ページでございます。複数年度の業務の導入効果でございますが、これ

も25年度をごらんいただきますと、一者応札が61％に対しまして、単年度契約は75％。複

数年度契約のほうが一者応札者の比率が少ない。逆に、複数応札が多いということが見て

とれまして、複数年度契約の有効性が確認できるのではないかと思っております。 

 以上が平成25年度の契約の状況でございます。 

 続きまして、資料Ｃ－２でございます。既に業務が終了しております平成24年度の実施

状況について御報告させていただきます。 

 先ほども申し上げましたが、平成24年度から民間競争入札制度の導入をさせていただい
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ております。先ほどのお話と一部重複いたしますが、まず対象の件数は95件ございました。

ただ、これは複数年度につきましてはまだ業務が終了しておりませんで、業務の評価が行

われておりません。したがいまして、24年度のうち単年度で契約したものということでご

ざいます。結果として、契約いたしました先につきましては、先ほど申し上げましたSCOPE

が46％、民間さんとのJVが18％、それから民間が36％という状況でございます。 

 それから、この民間競争入札を導入するに当たりまして、達成すべき目標、評価の方法

などにつきましては、別紙でございますが、横長の紙でお示しさせていただいております。

後ほど御議論で御参照いただければと思います。 

 続きまして、評価でございます。対象公共サービスの質についての達成状況でございま

す。これを、民間競争入札制度を導入する前の平成23年度の業務成績と、今回の24年度の

業務成績で比較することによりまして、その評価について検討を行わせていただいており

ます。真ん中のグラフでございますが、23年度と24年度はほぼ同様の評価であったという

ことが言えようかと思いまして、引き続き良好な業務の成績ではなかったかと思っており

ます。ちなみに、この業務成績点が60点を下回るような場合は、必ずしも適切な履行状況

ではなかったということになるわけでございますが、そういった案件は平成24年度、ござ

いませんでした。 

 それから、この契約の過程で民間の皆様から提案いただきました創意工夫の事例などを

ア、イなどに書かせていただいております。例えば情報管理をしっかりするために、執務

室に間仕切りをしまして情報漏洩などに留意されたという話。それから、現場に行きます

ような業務につきましては、事前に現場の調査をしっかり行って、業務が円滑に進むよう

にされている。また、現場業務ですので、安全の確認が大事なわけですが、独自のチェッ

クシートを活用して労務災害の防止に努められた。あるいは、技術者の皆さんに対して独

自の研修・講習を行われたということで、円滑な業務の執行をされております。 

 それから、実施の費用等についての評価でございます。 

 まず、競争性の観点につきましては、一者応札の割合を見ることによって検討させてい

ただいております。それから、経費の削減の観点につきましては、平均落札率を見ること

によって確認させていただいております。 

 それでは、平均応札者数でございますが、これは３ページの一番上の表をごらんいただ

きたいと思います。平成23年度の全ての業務の合計でございますが、1.6者の応札に対して、

翌年24年は1.4者の応札ということでございまして、応札者数が若干減少傾向にございます。

これは、私どもなりに分析させていただきました。応札者あるいは入札の説明書などを確

認された方々にヒアリングした結果でございますが、ちょうど東日本大震災が発生する前

後になっておりまして、災害復旧業務などで技術者を大分とられている中で、こんな状況

ではなかったかと思っております。 

 それから、一者応札の割合でございますが、これも応札者数に連動しまして、平成23年

度に対して24年度は増加の傾向にございます。 
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 それから、平均落札率の推移でございますが、これは一番下の表でございますが、23年

度に比べて24年度、同等と見ることもできるかもしれませんが、数字の上ではやや減少し

ていると見てとることができようかと思います。 

 ４ページにこれらをまとめさせていただいております。まず、24年度から新しい制度を

導入させていただいたわけでございますが、業務成績点につきましては従前とほぼ同等で

ございまして、引き続き適切な業務が執行されたのではないかと思っております。一方で、

平均落札率、先ほどの繰り返しでございますが、一者応札の割合が増加しているというこ

とがございますが、震災の影響など特殊要因があったのではないかと私どもは思っており

ます。 

 今後の方針でございますが、引き続きこの制度を適切に運用していきたいと思っており

まして、民間の皆さんの参入を拡大する取り組みを進めていきたい。そのためには、発注

支援業務に関する説明会を発注の時期の前に継続的にしっかりやっていったり、入札スケ

ジュールを可能な限り前倒しをして、十分な検討の時間をとっていただく努力をしていき

たいと思っております。 

 資料の御説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 事務局のほうから御説明、５分程度でお願いしたいと思います。 

○事務局 それでは、資料４、内閣府による港湾、空港における発注者支援業務の事業評

価（案）でございます。 

 まず、Ⅰ 事業概要等につきましては、ただいま国土交通省さんから御説明ございまし

たので、割愛させていただきます。 

 ページをめくりまして、Ⅱ 評価に移らせていただきます。 

 ２ 対象公共サービスの実施内容に関する評価でございますが、（１）公共サービスの

質についての達成状況につきまして、こちらの業務も国土交通省さんで行います評価点数

によって評価を行っております。表で示してございますが、市場化テスト実施前である平

成23年度と平成24年度を比較いたしますと、業務ごとに多少の違いがございますが、ほぼ

同等の点数という結果であったと考えてございます。また、基準であります60点未満に該

当するものもないことから、一定の求める品質は確保されていると評価しております。 

 （２）民間事業者等からの改善提案による実施事項でございます。こちらも多数の契約

業務がございますので、その中から代表的な取り組みについて取り出したものでございま

す。 

 まず、ア 業務の実施方針に関する提案内容及び実施状況でございますが、１つ、情報

管理に関して、従事者以外の入室を制限するため、執務室に仕切りをつくって第二の扉を

設ける等により、情報漏洩等の事案は発生しなかったという工夫がありました。２つ目で、

施工箇所の事前現地調査を行い、施工にあたっての制約等の条件の確認、留意事項の把握

等により、円滑な事業執行に寄与した。 



22 

 

 イとしまして、業務に対する技術提案内容及び実施状況でございます。１つ、安全確認

の確実な実施のため、独自の点検チェックシートの活用などにより、労働災害防止の抑止

効果が発揮された。２つ目、配置技術者の技術力向上のため、独自の研修会・講習会等を

実施することによって、円滑な事業執行に寄与したことが挙げられております。 

 ３ 実施経費についての評価でございますが、こちらの業務につきましても直接の費用

の比較は困難であることから、平均応札者数、一者応札の割合、平均落札率といったとこ

ろから評価してございます。 

 （１）平均応札者数の推移といたしましては、平成23年度と24年度を比べますと1.6者か

ら1.4者と、やや減少という数字になっております。 

 （２）一者応札の割合の推移については、平成23年度から24年度に64.5％から71.6％へ

と、やや増加という数字が出ております。 

 ページをめくっていただきまして、平均落札率の推移でございます。こちらについては、

平成23年度から24年度に91.6％から91.2％と、やや減少という数値が出ております。 

 ４ 評価のまとめというところに記載してございますけれども、まず本業務の実施にお

いて、評価に用いた業務成績評点においては、平成23年度の民間競争入札実施前とほぼ同

等の平均総合評点であることから、確保されるべき質は達成されているものと考えており

ます。また、民間事業者の創意工夫の提案によって、品質の維持向上に向けた取り組みが

行われているものと考えております。 

 次に、費用ですけれども、平均落札率については、民間競争入札実施前と大きな変化は

なく、一者応札の割合についてもやや増加しているという数字が出ております。また、競

争性について大きな改善という結果は数字上、出ておりませんが、今回、この評価の対象

といたしましたのは、平成24年度単年度事業のみを対象としておりまして、複数年契約の

事業については、この評価に含まれていないことから、今後、来年以降、複数年事業によ

る効果はどのようになったのかという結果を見きわめていく必要があるものと考えており

ます。 

 最後、（２）の今後の方針といたしましては、港湾・空港における発注者支援業務等に

ついては、平成24年度より単年度又は複数年の契約期間により民間競争入札を実施してい

る状況であります。今回の平成24年度単年度契約業務の評価においては、競争性の確保が

問題という数字が出ておりますが、引き続き民間競争入札を継続していく中で、複数年契

約の事業の結果・効果がどのようになっていくかということを把握するとともに、競争性

の改善に向けた検討を引き続き進めていく必要があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 入札結果、事業の実施状況及び評価（案）につきまして、質問、御意見等がある委員は

御発言をお願いいたします。どうぞ。 

○井熊副主査 御説明ありがとうございました。 
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 国土交通省さんの御説明の中で、Ｃ－１の４ページの一番上の表がこの事業の問題を非

常にあらわしていると思います。SCOPEがかかわっている場合に、平均落札率が民間がかか

わっている場合より10％も高いというところであります。この表の問題というのは、SCOPE

が落札した場合と民間が落札した場合、落札率が10％も違うということが１つと。もう一

つは、JVで行っている場合に、SCOPE単独で受注している場合と落札率が変わらないという、

この２点だと思います。要するに、JVというのはSCOPEの市場支配力の内部であって、１ペ

ージの件数ベースで見ると、民間の参入が進んでいるのではなくて、SCOPEという財団の市

場支配力が変わっていないという見方をするのが妥当かなと思います。 

 その意味では、４ページの落札率の民間の比率をいかに上げていくのかということが大

変重要で、例えばSCOPEと１回JVを組んだところは、港湾とか空港での業務を経験している

わけですから、そういったところをきちんと経験として認めて、JVはなるべくしないよう

に指導していくという形で民間の比率を高めていく努力が今後必要になる。この入札は、

ほとんど一者応札というか、いろいろな問題はあるかもしれませんけれども、基本的には

市場支配の構造をどういうふうに変えるかということが一番大きな論点だと思いますし、

評価等についても、そういう問題点を明確にした記述があるべきじゃないかと思います。 

 以上です。 

○石堂主査 いかがですか。 

○田中室長 まず、JVの位置づけでございますけれども、そもそもこの発注者支援業務で

ございますが、大昔は役所みずからが行っていた業務でございますけれども、これをアウ

トソーシングしてきたという経緯でございます。しかしながら、民間の方々に非常になじ

みにくい業務であったということでございまして、若干のノウハウを持っているSCOPEから

民間の皆さんにノウハウを伝達する手段として、今、JVという途中過程にあると思ってお

ります。 

 １ページ目をごらんいただきたいのですが、下から２つ目の表でございます。SCOPEが単

独で受注する件数ベースでは、緩やかではございますけれども、減少傾向にございます。

民間が単体でとられるケースは増加しているということでございまして、引き続きこうい

うことが加速されていくのではないかと思っております。 

○井熊副主査 そうすると、厳しい言い方をすると、そういう過程が必要であるというこ

とは多分よろしいのではないかと思いますが、４ページの一番上の表で、JVの平均落札率

がSCOPEと大体同等であるということは、民間企業との落札率の差の部分というのは市場の

移行過程のコストであると捉えられるわけですね。ですので、今、考えられておられるよ

うに、経験をJVで積ませて、民間企業が単独で参加して競争力を上げて、右側の80％台の

割合をなるべくふやしていくという過程を確実に実行されていただきたいと思います。 

○田中室長 そのようなことがより促進されるように、民間の方が参入しやすいような、

例えば説明会とか、契約手続期間を最大限とるといったことについて、しっかり努めてい

きたいと思っております。 
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○石堂主査 今のことに関連してちょっと言わせていただくと、もう一般財団法人という

ことで、国土交通省さんがSCOPEにこうやれ、ああやれとは直接的には言えないですね。そ

うすると、今おっしゃったような承継の過程なのだというときには、SCOPE自身がそういう

ふうに考えているということなのですか。だんだん自分のところから民間に業務を移管す

べきだと、SCOPE自身は普通そういう発想は持たないのではないかと私は思うのですけれど

も、そこはどうなのですか。 

○田中室長 先生御指摘のとおり、私どもが直接どうしてくださいという指導監督権限の

もとにはございません。しかし、昨今の発注者支援業務を取り巻く状況の中で、どうある

べきかということは法人として御認識されているのではないかなと思っております。 

○石堂主査 いや、私、監督権限はなくても、結局、発注の仕方でプレッシャーをかけて

いくということしかないのではないかと思っています。SCOPEのような組織というのは、結

局、受注者として発注内容に対し無駄のない体制を完備しているところだと思うのですよ。

民間業者の場合、それにぴったりというわけにはいかないから、単純に競争すると、大抵

SCOPEが勝ってしまうという図式なのだと思います。 

 そうすると、例えば４ページに発注支援業務の中身として、発注補助業務とか技術審査

とか監督補助、品質監視とあるのですけれども、それをセットではなく、部分・部分に分

けて競争入札にかける。要するに、従来からやってきた組合せでやっていくと、絶対SCOPE

が強いのだと思うのですよ。それをさらに細分化するなり何かして、民間の業者がその部

分だったらやれると分けて出すようなことでもしないと、おっしゃるSCOPEから民間へとい

う流れは、実際上、なかなかできないのではないかと思うのですけれども、その辺はいか

がですか。 

 逆に言うと、今言った①から④まで並んでいる業務の出し方というのは、従来から余り

変わっていないのか、それとも、結構変えた結果なのか。何が言いたいかというと、SCOPE

も一般財団となれば、みずから民間の一員として、この業務がとれなければほかの何かを

やらなきゃならないという民間の普通の業者と同じ競争をさせるべきだと思うのです。 

 それが、SCOPEは受けやすいけれども、一般の民間企業が受けづらい形で発注を出せば、

それはSCOPEが強いに決まっているので、国土交通省さんが、権限はないけれども、本当に

そういうことを実現したいと思っているのだったら、そういう工夫が要るのではないかと

思うのです。それは今後の検討ということで。 

 あと、私、御説明の中でおやっと思ったのは、資料Ｃ－１の３ページ目で一者応札の地

域別の状況というのがあって、関東の24年度が86、25年度に至っては100ということで、全

部一者応札。それで、同じ国土交通省さんのさっきの議題で、道路、河川・ダムにおける

発注者支援業務のほうは、関東は業者も多いのでということで、この比率は一番低いので

すよ。それで、恐らく関東であるがゆえに、区分にもよるでしょうけれども、件数、実額

的には大きいはずだと思うので、そこが一者応札100％と言われると、肝心なところがだめ

ですねということじゃないかなと思って、ちょっと奇異に感じたのですけれども、これは
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何か特殊な事情でもおありになるのですかね。 

○下司課長 ちょっと把握できていませんけれども、確かに御指摘のとおり、事業規模は

関東が一番大きいです。発注件数はほかと比べてそんなに顕著に多いわけではありません

ので、必然的に１件当たりの業務のボリュームが大きかったのかなと、そういう推定をし

ます。大きな業務について、まだなれない民間業者のほうがちょっと手を挙げ渋ったので

はないか。これは想像でございますが、データ的に少し検証させていただきたい。 

○石堂主査 ですから、そういうふうに考えられるのであれば、まさしくさっき私、申し

上げたように、実際の発注をもっと細分化して、ひとつの事業名であっても、その中に幾

つかの種類の業務があるときに、その１つだったら民間の業者も私もやりますと。ただ、

ほかとの組み合わせでと言われると大変だし、そのために新たに下請けを使うにしても何

にしても、余計な金がかかってしまうという世界があるのではないかという気がするので

す。今後も続く話ですので、また御検討いただければと思います。 

○宮崎専門委員 ほとんど同じ意見なのですが、Ｃ－２の最後のまとめの評価、震災の影

響も一因として考えられることから、今後引き続き注視が必要であるというまとめ方をさ

れておられるのですが、内容を見ますと、発注補助業務とか技術審査補助業務などは、完

全に100％、１者しか参加されておりませんので、業務ごとに一者応札のさらなる原因分析、

要因分析を進めていただいて、それに努めるとともに、今後の改善に取り組むという形で

書いていただくほうがよりいいのかな。 

 といいますのは、Ｃ－１の３ページを見ますと、発注補助業務と技術審査補助業務に関

しましては、23、24年度だけじゃなくて、25年度においても100％、１者なのですね。です

から、何かしらの要因があると思いますので、そのあたりのさらなる原因分析とか条件緩

和。まず、現状の要因把握に努めていただいた上で、改善に努めるとまとめていただくほ

うが、引き続き注視が必要であるというのは、ニュアンスとしてもう少し改善が必要なの

ではないかと思います。 

 あと、別件ですが、資料Ｃ－１ですけれども、後日公表される資料でもありますので、

SCOPEというところにもＣ－２と同じように注書きで、財団法人何々と。Ｃ－２には入って

おりますので、入れていただければと思います。 

○田中室長 そのようにさせていただきます。 

 前半の御意見につきましても、御趣旨を十分踏まえまして、事務局と御相談させていた

だきたいと思います。ありがとうございます。 

○石堂主査 はい。 

○関根専門委員 今の件に関連して、地域別にもコメントをしていただいているのですが、

例えば九州はもともと一者応札が少なく、Ｃ－１の別紙を見ますといろいろな業者さんが

あります。たまたまそういう業者さんがあるのかもしれませんが、逆に、先ほどの皆様の

御意見にも関連するのですけれども、なぜその地域がそういうふうにできているのか、単

なる地域性だけではなくて、もしかしたら何か見習うべきところがあることもあり得るの
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ではないかとも思われますので、地域特性の分析もしていくと参考になるかもしれません。 

 事情がわからないまま、単に数字だけ見て申し上げているのですが、そのあたりがもし

参考になるようであれば、ご検討いただければと思っております。 

○下司課長 港の場合、歴史的に西日本、特に九州、港が昔から非常に多くて、港にかか

わるいろいろな民間事業者さんが多くいらっしゃる地域ですので、数がいるということが

競争性を確保する上で基本的に重要ですので、そういう歴史の深さというのが少し出てい

るのかなとは思います。 

○関根専門委員 となると、余りないところは幾ら工夫しても空振りに終わる可能性もあ

ることになりますので、よく工夫して気をつけないといけないことになるかと思います。

先ほどの、業務によってはというのもあり得るため、そのあたりをどこまで求めるのかと

いうこともあるのかもしれません。業者がいないところをいきなり５者にしましょうとい

ってもできるわけがないですので、少し緩急をつける必要はあるのかと思います。 

○下司課長 おっしゃるとおりだと思います。発注者側としては、こういう業務を継続し

て出し続けることが基本的に大事だと思っておりまして、仕事が出続ければ民間業者が育

ちますので、先ほど宮崎専門委員の御質問にあった、発注補助と技術審査補助の２つは、

外部にこの業務を発注し出した歴史が非常に浅いです。ほかの２つ、この表ですと③、④、

監督補助などは、かなり前から外部に求めておった業務ですので、民間側もそれなりのノ

ウハウを持った人がある程度いらっしゃるので、そこに競争性が成立しているのかなと思

います。 

 民間もそういうノウハウを持たないことには、参入もなかなか難しくなりますので、発

注者側としてある程度継続的に、あるいは御指摘のとおり、競争性を確保されるような方

向で継続して努力していくことを続ける必要があるのかなと認識しております。 

○石堂主査 ほかはいかがですか。 

 先ほど、震災の影響の表現方というのは、津波被害の大きかった地震の後ということで、

港湾関係の業者が不足していたというのも事実としてあることはあると思いますので。 

○下司課長 当初予算と匹敵するぐらいの補正予算を発注させていただいていまして、そ

れは陸上の工事、道路とか河川と比べると非常に比率が高くなっております。そういうこ

とで、海のノウハウを持った事業者さんにとっては手がいっぱいだったというのは言える

かと思います。 

○石堂主査 その影響は今後もしばらくの間続くのかなと思いますけれどもね。 

○下司課長 ほぼ８割以上、２年で完了しておりますので、そちらのほうはめどは立って、

あと防波堤工事が残っておりますけれどもね。 

○石堂主査 そうすると、今日の中で出たように、一者応札が多い、地域的にもばらつき

があるところをもうちょっと分析していただいて、どうしたらこれを克服できるのか。一

方では、SCOPEに対して、直接こうやれ、ああやれと言えない中で、それをどう実現するか

ということを考えていただく必要があるのかなということだと思います。 
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 あと、よろしいですか。 

 それでは、時間となりましたので、本事業の評価（案）に関する審議はこれまでとさせ

ていただきます。 

 事務局のほうから何かございますか。 

○事務局 確認なのですが、国交省さんの実施状況の報告と内閣府の評価につきまして、

今後の方針として、さらなる原因分析をという記載を入れるということと、SCOPEのJVを今

後どういう方向へ持っていくという考え方を、そこに文言として含めるという視点で修正

しまして、そちらを委員の皆さんに確認いただくという形でよろしいでしょうか。 

○石堂主査 よろしいですね。では、そういうことでお願いします。 

 それでは、事務局におかれましては、本日の審議を踏まえて、事務局から監理委員会の

ほうに報告するようにお願いしたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

（国土交通省（港湾局）退室、環境省入室） 

○石堂主査 続きまして、環境省の「那須平成の森運営管理業務」の実施要項（案）の審

議を始めたいと思います。 

 最初に、環境省自然環境局国立公園課、鳥居課長より御説明をお願いしたいと思います。

説明は15分程度でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○鳥居課長 環境省の国立公園課長の鳥居でございます。よろしくお願いいたします。 

 この那須平成の森でございますけれども、平成23年５月にオープンいたしました。お手

元の資料にカラーのパンフレットがついていると思いますけれども、そちらをご覧いただ

けますでしょうか。ちょっと字が小さいところがございますけれども、この地図でいいま

すと、下のほうが那須インターチェンジとか山麓のほうでございまして、利用者はここを

ずっと上がって行って、那須高原ビジターセンターで必要な情報を入手し、さらに車で上

がって平成の森に入る。ここにフィールドセンターというのがございますけれども、ここ

を通過しないと、この森の中に入れないという構造になってございます。 

 資料の２ページにも書いてございますように、那須平成の森は、「豊かで多様な自然環

境を維持しつつ、国民が自然に直接ふれあえる場として活用してはどうか」という陛下の

お考えを踏まえて、この地図でございますと、御用邸の部分は引き続き用地として除いて

おりますけれども、カラーの色がついている部分が一部、環境省のほうに所管換をされて、

国民が自然に触れ合う場として整備・提供されるということに至った次第でございます。 

 そういう経緯を踏まえまして、環境省では、ここにフィールドセンター、ビジターセン

ター等をつくり、国民の自然とのふれあいの場として整備していくわけですけれども、そ

れに至るまでの間は、外部の検討委員、学識経験者、地元の県あるいは宮内庁の方にもも

ちろん入っていただくような検討会をつくりまして、その整備構想みたいなものをつくっ

ていくわけでございます。それができましたのが平成20年３月、保全整備構想というもの

をつくってございまして、その構想に基づいて施設の整備を行って、23年５月にオープン

したという経緯でございます。 
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 今回の業務の件でございますけれども、当初、企画提案で行われた業務を、今回、総合

評価に変えていこうというものでございます。業務の内容は、１枚めくっていただきます

と、３ページ、もう一回改めまして設置目的からになりますけれども、１つは、那須平成

の森、この地図ですとこの部分ですね。この部分の森の維持管理をしっかりしていかなき

ゃいけないのですけれども、まず設置目的ですけれども、自然とのふれあいの推進という

ことだけではなくて、ふれあいの指導者を育成していくこともこの拠点に託されている目

的でございます。 

 それから、ビジターセンターとしては、その森に入る前にいろいろな自然に関する情報

を提供して、あるいは自然とのふれあい、接し方について事前の知識をここで提供してい

くという目的がございます。 

 ４ページ、今回の業務の範囲と実施内容でございますけれども、１つは那須平成の森の

維持管理業務でございます。これは、場の広がりのある森の維持管理ですから、例えば森

林を管理するための物品の確保とか、いろいろな森林の作業があります。そういった行為

とか、さらに利用者に対する受付・案内。そして、ビジターセンターのほうでも、鍵の開

け閉め、清掃といった案内業務など受付業務。そういう維持管理です。 

 さらに、（２）に運営業務がございます。これは、さらに一歩踏み込んで、そこを訪れ

た方に良好な自然教育プログラムを提供していくことも重要な業務でございまして、自然

体験、自然環境学習に関する人材育成、地元との連携、広報・普及啓発といった、単に施

設の管理運営だけでなく、よりこれを施設の設置目的が十分発揮できるように、運営業務

というものをセットで外部に出すというものでございます。 

 セットでやる意味といいますのは、例えば平成の森でこういうことが起こっているとい

う情報が維持管理業務の中で出てきたものを、自然解説のプログラムに当然反映させてい

かなきゃいけないことがございます。そこが仮に別々の業者ですと、ちぐはぐな、非常に

非効率あるいは不適切な中身になってしまいますから、そこは一本の業務として出すこと

にしてございます。 

 それで、良好な質を維持するための方策でございますけれども、この業務の中では訪れ

た方にアンケートをとりましょうということにしてございます。例えば５ページの（１）

平成の森等維持管理業務では、アンケートで事前に自然の情報とか施設の情報について、

ちゃんと入手できたと思いますかということを来館者に聞いて、１割以下の人が入手でき

なかった。つまり、それより多い人が入手できなかったという不満を書いた場合は、業務

内容の改善を申し出る。同じようなことが（２）にも書いてございますけれども、自然教

育プログラムについて不満足あるいはわかりにくいといった参加者の割合が１割以下であ

る。 

 つまり、これを超えた場合、どうなるのかというのが７ページの８．業務の改善計画の

作成・提出と書いてございます。来館者の不満が多い場合には、関東地方環境事務所に対

して必要な助言や協力を求めることができる。あるいは、さらに業務の改善計画を提出す
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る必要があるということをして、業務の質を維持していこうという仕組みになってござい

ます。 

 ということで、この施設の設置目的に照らして、少しでも優良な請負先が出るように募

集要項なり仕様書を工夫してございますけれども、そういう中身でやっていきたいと思っ

ております。 

 大体、説明は以上ですけれども、御質問等を承った上でお答えしていきたいと思います。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 それでは、御意見等ございましたら、委員からよろしくお願いします。 

○石堂主査 それでは。 

○井熊副主査 御説明ありがとうございました。今まで特定の団体だったものを、新しく

民間に広く募るということなのですが、幾つか整合しなくちゃいけないことがあるような

感じがいたします。 

 １つは、今、御説明がありました５ページ、６ページの業務の目標というのは、例えば

情報を入手できなかったという人が１割とか、アンケートの回収が来訪者の150件とか、比

較的穏当な目標設定で、新しい参加者に対して無理な目標を課さないという御意向なのか

と思うのですけれども、一方で、16ページの評価基準では、こういう類似業務の経験が10

年ということになってくると、10年の公園業務、自然関係の施設の管理業務の経験がある

人がいる会社がどれだけあるか。ここはハードルが上がってくる。 

 もう一つは、12ページの入札公告のスケジュールに関しても、12月上旬に公告して、１

月下旬に提出期限となると、ここの業務を受けようとすると、御用邸の近くということも

あって、業者は現地の確認とかが必要になると思うのです。そういう意味では、期間的に

ちょっと厳しい部分があるかな。ですから、ハードルを下げている部分と上げてある部分

が混在しているような感じがします。 

○鳥居課長 後者のほうの入札公告、それから提出の間がちょっと短いのではないかとい

う御指摘かと思うのですけれども、これはいろいろと事務手続上、これは26年度予算でご

ざいますので、そもそも幾らぐらい確保できるのかというのが出てくるのが12月というこ

ともあり、かといって、４月からはもう始めなきゃいけないといったところから逆算して

いって、この日程をつくっているということで、必ずしもこの業務だから、こういうふう

に短くしているというわけではなくて、予算を事務の執行という観点から、そして４月か

らオープンしなきゃいけないということから、こういうスケジュールになるのかなと考え

ておる次第でございます。 

 それから、１点目の御指摘のほうの、一方で類似業務に関する実務経験が10年というこ

とが、ちょっと長いのではないかという御指摘だと思うのです。こういう形で全国にも幾

つかビジターセンターがありますけれども、環境省の所管としてフィールドを背後に持っ

て、こういう自然とのふれあいの業務を展開しているところは、なかなかないのです。そ

ういう意味でも、きっちりした業務を遂行していきたい。ある意味質の高い、日本が世界



30 

 

に誇れるようなサービスを訪れた方に提供していきたいということもあり、その目安とし

て10年。 

 なぜ10年なのかというと、ほかの例えば建築などの競争入札の場合でも、10年というの

が一つの技術を持っている人の経験年数として求められるという、類似の業務発注のやり

方がありますので、10年というのは一つのくくりでもあるかなと思います。 

 また、自然とのふれあいというものについてのいろいろな業務を、今から20年ぐらい前

からいろいろ民間の事業者、それで商売できている人がだんだん出てきたこともあり、10

年であればそういうことをやっている事業者は割と多いのではないか。だから、この10年

をもって、ハードルが高いというところまで言い切れないのではないかと私ども、思って

おります。 

○吉松課長補佐 １点補足させていただきます。 

 入札のスケジュールにつきましては、本小委員会と本委員会、それからパブコメという

スケジュールを踏まなきゃいけないという部分がございますので、その中でできるだけ早

目にできるものであれば事務局に御相談して、早い期間に取り組めるように改善したいと

思っております。 

○井熊副主査 まず、スケジュールのほうですけれども、12月上旬から１月の間、年末年

始なので、実質準備期間１カ月ということになります。これは、初めての業務に関しては

短過ぎると思います。 

 あと、契約の締結以降、準備期間があるので、３月上旬というのはやむを得ないとした

としても、すごく急いで評価手続を行うというのであれば、ほかにもいろいろな総合評価

がありますが、１週間ぐらいで仕上げているところもたくさんありますね。ですから、こ

れはその気になれば、入札の提出期限を２月に入れることは、私は可能だと思います。 

 あと、10年というのがあるのですけれども、ほかの事業もそうなのですけれども、基本

的にこういう足切り条件みたいなものを入れないで、相対評価に入れて、よりいい人は加

点する形で、10年というものを点数がある人はより評価する形でやっていけばいいのかな

と。こういう「確保されていること」でなくてもいいのではないか。 

○鳥居課長 まず、１点目のスケジュールにつきましては、こちらのほうでもちょっと検

討させていただきたいと思います。 

 それから、２点目の10年ということにつきましては、我々としては最低限、それぐらい

の経験を持っていただかないと、安心してお任せできないというのが本音のところではあ

るのですけれども、そこは御理解いただければと思いますけれどもね。 

○早津専門委員 企画競争のときは、いつでもそういう条件ですか。 

○鳥居課長 企画競争のときは、もっと長かったかな。 

○中川自然保護官 企画競争のときの条件は、すみません、今日持っていません。 

○早津専門委員 企画競争というのは、企画の内容で競争するという。どういう競争にな

るのですか。 
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○鳥居課長 今までやっていた話ですね。 

○早津専門委員 ええ。 

○鳥居課長 今までやっていた話は、ここにも一部共通するかもしれませんけれども、こ

の場でどういう業務をやるか。つまり、独創性みたいなものを当然見なきゃいけないです

から、例えばセンターの中での展示をどういうふうにしたいのか、具体的なフィールドで

の自然解説にはどういうプログラムを組みますかといったものを企画提案していただいて、

その中で優秀なものを提案したところに決めるということです。 

○早津専門委員 それは、点数制なのですか。 

○鳥居課長 基本はそうです。点数制です。 

○早津専門委員 であれば、その独創性とか自然プログラムの指針についての高度さとい

うか、専門性とか優れたものを求めると、さっきおっしゃったので、企画のところではそ

ういう内容で選別して点数をつけているのに、実際に引き継いで、今後運営するに当たっ

ては、年数だけで点数をつけるのも。 

○鳥居課長 15ページをご覧いただけますでしょうか。表３－１に評価表及び得点配分表

というのがあって、ここの②提案項目審査の５で、自然教育プログラムに関する提案とい

うのがあって、この中に「具体性、実現性があり」云々とあったり、広報・普及啓発に関

する提案。それから、４は展示に関する提案ですね。だから、ここの欄でちゃんと評価す

る。 

○早津専門委員 その場合、点数でというのを、企画競争のときはどこか今、わからない

とおっしゃっていましたけれども、加えているわけでもない。 

○鳥居課長 もちろん帰れば確認できますけれども、企画提案の際も、こういう類似の業

務をやったことがあるとか、それに従事する職員の経験年数が何年というのはつけていた

のではないかと思われますけれどもね。 

○早津専門委員 点数の配分があるのですか。内容と年数で加点はどうなのですか。 

○鳥居課長 15ページの８番、組織の実績に、過去５年間、類似業務の実績があれば、そ

の件名と概要を記載するという欄があります。その中身によって点が加わっていくという

ことで、類似の業務の実施をやってきたかどうかということは、ここでチェックしている。 

○早津専門委員 この10年１名、５年２名だと０～10点加点されるという理解になるので

すか。 

○石堂主査 今の問いかけは、５年、10年の業務経験がないと足切りだというのではなく

て、そういうことがあればベターであるという加点項目として掲げるべきではないかとい

うことだと思うのです。ですから、そういう趣旨であるのであれば、そういうふうにお答

えいただければよろしいのかなと思います。何となく感じとして、10年なら10年の経験の

ある人がいないと、もうそもそもだめというのは、ちょっと。それで、いろいろ御説明を

聞いても、10年あるとなぜそんなに大丈夫なのか、９年だとなぜだめなのかという厳密な

ところはないと私は思うのです。 
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 というのは、類似業務と言っても非常に幅のある話でしょうし、10年間やりましたとい

っても中身を聞いてみたら、意外と大したことをやっていないというケースもあると思う

のですね。だから、年数だけで10年ぴったりですっぱり切るというのは、ちょっと違和感

があります。その辺、この評価表、得点配分表の中にどう溶け込ませるかということで解

決していただける部分じゃないかと思います。 

○鳥居課長 わかりました。それは、この評価の中で、年数が多いほうの加点が多くなる

ような形で、足切りの形にはしない方向でちょっと検討させていただきたいと思います。 

○石堂主査 どうぞ。 

○宮崎専門委員 通し番号ですと122ページになりますが、位置づけとしては、従来の実施

状況に関する情報の開示になっているのですが、２の（１）で業務従事者に求められる知

識・経験等という中に、甲種防火管理者とか普通救命講習を受けていることというのが従

来の実績として書かれているのですが、今回の入札の中では、こういった資格を持ってい

ることを必須とされるのか、あるいは、これは先ほどの15、16ページの評価の中では基礎

点の中に明確に入っているようには読めなかったのですが、その位置づけというか、どう

整理されるのか。 

○中川自然保護官 防火管理者等がいなければならない、普通救命講習を受けている人が

従事しなければならないというのは、仕様書に明記している内容になっています。 

○宮崎専門委員 それがないところが応募してきた場合には失格になるという形。 

○中川自然保護官 業務を行う最低限の体制を満たしているのかという問題にはなるかな

と思います。 

○宮崎専門委員 業務実施体制の基礎点の審査の中で、そこも見られるということですか。 

○中川自然保護官 そうですね。業務を行う上での最低限の体制を持っているのかという

部分での評価になります。 

○宮崎専門委員 仕様書に書いてあるのであれば、ちょっと見つけられなかったのであれ

ですけれどもね。 

○中川自然保護官 申しわけありません。 

○鳥居課長 43ページの４）です。防火管理者を配置するとともに、法定点検や設備保守

の際の立ち会い確認、対応を行う。 

○宮崎専門委員 もし可能であれば、業務実施体制の15、16ページの中に、こういった資

格を持っていることと明記していただいたほうが、よりわかりやすいかと思います。 

○鳥居課長 わかりました。 

○関根専門委員 少し話は異なるのですけれども、教えていただきたいことがあります。

モニタリング方法としてアンケートの話がありましたけれども、こういうアンケートは現

時点でももう既に行っているものですか。 

○中川自然保護官 来館者アンケートと自然体験プログラムの参加者アンケートとありま

して、来館者アンケートは現在、行っておりませんので、回収数の目標というのは全体の
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来館者数の１％ぐらいということで、とりあえずの目標を設定いたしました。プログラム

の参加者のほうは、従来の実施状況の情報ということで、126ページにアンケートの実施結

果を載せておりまして、下から２つがだめだとしているので、時間設定はモニタリングの

項目に入れておりません。満足度とインタープリターの解説で言うと、今のところゼロ％

で、今、かなり評価が高い状況になっています。参加者なので、75％ぐらいの回収率でい

ただいております。 

○関根専門委員 なるほど。先程10％という話が出ていて、入札のハードルを低くするた

めには10％というのは確かに妥当な線かと思ったのですけれども、今までより質が下がっ

てしまってもよくないので、今まで行われていたものをどう考えられているのかと思った

ものです。 

○中川自然保護官 今はすごく質が高いと思います。 

○関根専門委員 そうですね。それでは、できればなるべくこれに近く行いたいものの、

いきなりゼロとか１で行ってしまうといけないので、こういうふうにされたという理解で

すね。 

○中川自然保護官 はい。 

○関根専門委員 わかりました。 

○井熊副主査 122ページの人員は、受託額に対してすごく多い感じがするのです。120ペ

ージの委託定額部分の範囲内ですね。非常勤、常勤を含めて、これだけの配置をこの委託

額で張れと言われたら、民間は相当難しい。経費もカットするでしょうし。この内容、本

当かなと思うのですけれども、本当に常勤なのか、あるいはこの人たちの中でアルバイト

とかパートとか、この人員配置がべたっと正規職員が10人前後張りついて、この委託額と

いうのは、普通なかなかできないのではないか。ここはもうちょっと調べていただいたほ

うがよろしいのではないかと思います。 

○中川自然保護官 それぞれのスタッフの方が週何日働いているかまで厳密には把握して

おりませんが、週５日働いているという方もたくさんいますし、週に１日しか来ていない

方もいますので、特にこの非常勤職員のほうは、そういう意味ではとてもばらつきがある

と思います。実際の勤務人数を下の表に載せておりますが、この人数が働いております。

23年度は、２つの施設合わせて、常に10人ぐらいが、去年度は８人か９人ぐらいが常にい

ることになっています。業務の中で利用者負担プログラムというものをやっておりまして、

利用者負担プログラムに係る人件費は利用者からもらっていいことになっているので、そ

の部分で人件費の一部も賄われているものと考えております。 

○井熊副主査 23年度は、常勤が11人で非常勤が５名でボランティアが５名だから、平均

したら絶対11人以上になりますね。 

○中川自然保護官 ボランティアは、この勤務人数からは抜いてあります。 

○井熊副主査 でも、必ず11人以上になりますね。常勤が11人いますから。でも、こっち

は足すと9.9人だから。 
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○中川自然保護官 夏の間は、施設は１日も休みがありません。冬の間も週１日しか休み

がありませんので、全員が週５日で働くよりも人数は違ってくるかと思うのですけれども

ね。 

○関根専門委員 人数が多いフィールドセンターというのは、この施設全体でいろいろ作

業をするのですか。 

○中川自然保護官 プログラムの実施と森の管理ですね。 

○関根専門委員 だから、人数が結構要るということですか。 

○中川自然保護官 はい。 

○石堂主査 私からさせていただきたいのですけれども、天皇陛下のお声がかりでいただ

いた森林をどう活用していくかということで、維持管理の部分は非常にわかりやすいので

す。ただ、運営と言って、自然教育プログラムの企画とか自然環境学習に関する人材の育

成というのは、どっちかというと森林をどう利用すべきかということを国が決めてしまう

ことのように思うのです。それは、先ほどの説明の中で整備構想というお話がありました

けれども、その中で幾つか、こういうことは国としてやっていこうじゃないかということ

が決まっているものに従ってやっているのですかという点をちょっと聞きたいのです。 

 というのは、どういうふうに利用するかという場合は、国民の中の発意でいくべきであ

って、ここでこういうプログラムを用意していますということまで、国が、極端に言うと

税金を使ってセットするものだろうかというところに疑問がありましてね。要するに、こ

こで書かれていることをやる。ここまでは国がやる。これ以上のことはしない。どこに区

分線があって、今やっているのかというのが端的に何かがあるのだったら教えていただき

たい。 

○鳥居課長 まず、構想の前に、１つは、これは国立公園の中に位置しているわけでござ

いまして、精神は環境基本法とか生物多様性基本法という法律の中で自然とのふれあいと

いうのが非常に重要である。生物多様性基本法に基づいてつくっている生物多様性国家戦

略というものがございます。大体５年に１回見直しをして閣議決定をしているのですけれ

ども、その中で国立公園の利用の増進、あるいは自然とのふれあい体験をすることによっ

て環境教育を推し進めていきましょう。そういうものを国立公園の中でしっかりやってい

きましょうというのは、政府の戦略の中に位置づけられているという前提がまずございま

す。その上で、構想の中で。 

○石堂主査 いや、いいのです。だから、そういう戦略の中で具体的な項目として、こう

いうことは国がやるのだよ、森林を管理している国の機関がやるということに決まってい

る。それにのっとってやっているのだと理解してよろしいですか。 

○鳥居課長 その戦略の中にそれぞれの省庁がどういう施策をやっていくか、500ぐらいば

あっと並んでいて、それぞれの省庁名が書いてあるのです。環境省がやる施策として、そ

ういう自然とのふれあいをしっかり進めていくのだということは明確に書いてあります。 

○石堂主査 そうすると、その森林を環境省が管理しているか、どこが管理しているかで
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違ってくる。 

○鳥居課長 そういうことはございますね。たまたまここの場合は、所管換を受けて環境

省の所管地になっているということでございますけれども、これはどちらかというとむし

ろ特異なほうで、通常は国有林である場合が多いですね。国立公園の山がありますけれど

も、環境省の所管は余りなくて、国有林や場合によっては民有林であったり。 

○石堂主査 それで、環境省がたまたま管理しているから、ここにあるような自然教育プ

ログラムの企画・立案とか自然環境学習に関する人材育成とかをやることになるという理

解ですか。 

○鳥居課長 だから、ほかの例えば奥多摩のほうへ行きますと、林野庁がやっている場合

もございますし、東京都がそういうことをやっている場合もございます。 

○石堂主査 そういう省庁が変わると、運営としてやる事柄が変わってくるという理解で

すか。逆に言うと、今、500という数をたまたま聞いたわけですけれども、この平成の森で

500の事業が展開される。 

○鳥居課長 500と言ったのは、生物多様性の保全のための施策が物すごく幅広い。環境教

育だけではなくて、いろいろな施策が入ってくる。 

○石堂主査 ですから、それは環境省が管理していようと、していまいと、そういうもの

を進めるべきだという政府の方針に従って、この項目は幾らでもふえてくるということで

すか。 

○鳥居課長 それは、幾らでもというのは、予算との関係があって、限られた予算の中で

何を優先してというのが。 

○石堂主査 仕組みがそうだとすれば、この項目を優先的に選んだのはどこが決めたので

すかという話になりますね。いや、時間もあれなので、余り細かい話はしたくないのです

けれども、私は、この場としての森林の管理という維持管理のところは国の事業として素

直に理解できるのですけれども、それに対して使い方を国自身が企画してセットして出し

ていくという部分は、どこに限度があるのかというのが。 

○鳥居課長 １つは、国立公園の中にこういう施設、森を自然とのふれあいの場として提

供していきましょうという大きな行政目的がある。ただ、それを具体的にどういうプログ

ラムをするのがいいのかというのは、先ほども言いましたけれども、提案もしてもらって、

外部の審査の人も入った上で、こういうプログラムはいいねとか。だから、国がこのプロ

グラムをやらなきゃいけないと決めているわけではない。大きな方針は決めているけれど

も、具体的にどういう見せ方をするのか、インタープリテーションをするのかというのは。 

○石堂主査 実際発注しようとするときには、これをやってください、限定的にこういう

ことはやってくださいということで発注せざるを得ないですね。それはどこが決めたこと。 

 どうぞ。 

○中川自然保護官 説明の冒頭に全体的な構想を最初につくって、それに基づいてという

ことをお話しましたが、その全体的な構想の中で、ここは生物多様性だったり、人と自然
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とのかかわりについて深く学ぶ場所にしていきましょうと。そのためには、ガイドプログ

ラムが必要です。かつ、人材育成の全国的な拠点として整備していきましょうということ

を、外部の有識者、さまざまな方々と地元の自治体の方々と一緒に話し合って、それを決

めました。それを具体的に記すと、その仕様書の内容になるということでございます。 

○石堂主査 それは、整備構想でそういうものが出たから、それを実行しているというス

タンスでいいのですね。 

○中川自然保護官 はい。 

○石堂主査 わかりました。 

 それから、もう一点お聞きしたいのですけれども、仕様書の100ページに那須平成の森基

金規約というものがあって、要するに基金があるのですね。この基金というのは、環境省

さんでもなければ、これを受けているキープという協会でもない。全く独立した存在とし

ての基金という認識でいいのですか。 

○中川自然保護官 はい。一般の方の中で、この森を支えたいという方を募集して、年間

3,000円なり5,000円なりの会費をいただいて、それを基金として管理しております。 

○石堂主査 そうすると、その基金を集めたお金で何をやるかというのは、基金と環境省

との間の契約関係なのですか。 

○中川自然保護官 基金は事務局があるのですけれども、基金をどういうふうに使うかと

いうことに関して、有識者の方々、それから地元の方々と委員会をつくって、基金では実

際には那須平成の森の運営自体にどうこうということはやっていなくて、那須平成の森で

いろいろな活動をする団体に対して助成するということをしていまして、今年の助成をど

こにするかということを委員会では話し合って決めてやっています。 

○石堂主査 ですから、これ全体が国として環境省がある業務を民間に発注したいという

書類ですね。その基金というのは、環境省でもない、受ける受注者でもないところにある

のだから、それがなぜこの中に入ってくるのですか。それは、この基金と、もしかしたら

環境省のとの間でどうしますかという契約関係がある。あるいは、受けたところがやりな

さいというのを環境省が指示しているとすれば、基金と今やっているキープという協会と

の間で契約を結んでやっていけばいいという話になるのではないですか。 

○中川自然保護官 基金の事務局を、密接な関わりがあるということで、那須平成の森の

運営団体に事務局業務をお願いしていて。 

○石堂主査 お願いするのは基金ですね。 

○中川自然保護官 そのための実費は基金のほうから払われています。 

○石堂主査 だから、事務局機能をこのキープというところにやらせようとする。それは

いいのですけれども。そのときに環境省と基金の関係はどうなるか。最初に言ったように、

基金というのは環境省そのものでもないし、受注者であるキープ、あるいは今後の新たな

受注者とも違う独立した存在としての基金なのですね。 

○中川自然保護官 はい。 
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○石堂主査 その辺りの関係がどうなっているかです。パラパラとしか読んでいないけれ

ども、基金を設立してやっていこうというのは、任意の人間が集まって立ち上げている感

じですね。 

○中川自然保護官 形はそうです。実際には、最初のころは環境省が事務局をやっていま

したが。 

○石堂主査 いや、環境省が事務局をやっているということは、環境省の基金なのですか。

基金は環境省にあるのですか。 

○中川自然保護官 環境省の会計の中に入っているかということですね。入っていません。 

○石堂主査 でしょう。だから、国ではもちろんないし、受注する業者でもない。そうす

ると、そことの関係というのが、この発注業務の中に一部として組み込まれてくるという

のは違和感がありませんかという話です。 

 私、実はこの基金の話で気になったのは、国が発注する業務があって、国のお金もつい

ていくわけです。一方で基金からも金が流れ込んでくるというと、国が発注しなかった業

務もその基金の金でやれることになれますね。そこがおかしくないですかというのを最初

に疑問に思ったのです。要するに、ちょっと金額は今、頭にないですけれども、国が１億

円、受注者に渡して、こういう業務をやってねと言う。ところが、一方には基金があるか

ら、どんどん金が入ってきて、もう１億円来た。そうすると、受注者は国からの発注は１

億円だけれども、実際には２億円の業務をやってしまうということもあり得るのですかと

思ったのです。 

 何か変だなと思っているうちに、そもそも基金というのは国でもなければ民間の業者で

もないのだから、三者間の契約になっていないと物事が動かないのではないか。 

○井熊副主査 会計法に適合しているのですか。そういう複数団体の入札を１つでやる。

普通、２つの団体が１つの入札で事業者を選ぶと、両方の団体が必ずしもベストの事業者

を選んでいるわけじゃないということで、複数団体の一括入札とか。あるいは、誰かに基

金の委託を受けて環境省がやっていることに対しても、制度的にきちんと整理されている

のでしょうか。 

○中川自然保護官 基金は年間60万円ぐらいの収入があって、60万円ぐらい支出して、キ

ープ協会には切手代だけが行っているというのが、まず実態としてはあるのですが。 

○石堂主査 最初、私が言ったように、国が発注しなかった業務をどんどんやる可能性が

あるのですかという話からいけば、今の金額で、ああ、そんなものですかとなるのだけれ

ども、事柄は金額の多寡ではなくて、性質上の問題だと思います。誰かが２億円、３億円

寄附したら受けるわけでしょう。今は60万円であっても。 

○中川自然保護官 はい。 

○石堂主査 制度的に基金というものがどういう存在として、国と、国が発注しようとい

う業務の中に入ってくるのかなというのは、整理されているべきだと思います。今、元気

がないからという話ではなくて。 
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○中川自然保護官 基金のお金は運営業務には使えないですが、そういう問題ではないと

いうことですね。実質お金を払っていないので、余り。 

○鳥居課長 今おっしゃったのは、３）を削除すればすっきりする。 

○石堂主査 どこですか。 

○鳥居課長 53ページの３）那須平成の森基金について、本来、国が定めている仕様書の

中に書くのがおかしいのではないかということですね。 

○石堂主査 私は100ページを言ったのです。平成の森基金の規約がありますね。これは基

金自身の規約なのですね。 

○鳥居課長 これは、規約は「別添３参照」と53ページで引用しているから載せていると

いうことでありますので、そもそも３）が業務として入るのがちょっと腑に落ちないとい

う御趣旨ですね。 

○石堂主査 切手代だけかもしれないけれども、その基金というものがあって、しかもそ

れがいろいろな契約関係の中で組み込まれているというのが実態だと思うのです。それは、

恐らくもうちょっと整理していただく必要がある部分なのではないですかということです。

ちょっと御検討いただけますか。 

○鳥居課長 わかりました。 

○宮崎専門委員 その意味で、協議会というところが地元の団体の方とか栃木県とかが集

まって、この基金をどう使うかというのを意思決定されるわけですね。その事務局業務が

なぜかこちらに入ってきていますので、そういう意味では、本来的な筋としては、協議会

がこの基金を誰に委託をお願いするかを決めるのが恐らく筋なのだと思います。 

○石堂主査 多分設立経緯からいけば、基金自体にそんなに主体性があるわけじゃないと

いうこともあるのでしょうけれども、基金としてあり、基金規約もありということになれ

ば、それは独立した主体として、環境省なのか、受注者なのか、その間で関係を築く形は

整っていないとおかしいだろうということですね。 

○関根専門委員 基金のお金は少額ですが、そういうふうにつくっていこう、こういうと

ころをよくしていこうという団体ですから、そういうところの言うことを聞きながらやっ

ていくというようなところもあるのであれば、その意味では書いておいたほうがいいとい

うことになるかと思うのですけれども、その場合はどういう関係かということを明確に書

くのがよいと思います。 

○鳥居課長 ちょっと対応を検討させていただきます。 

○石堂主査 あと、よろしいですか。 

 それでは、本実施要項（案）の審議はこれまでとさせていただきます。 

 事務局から何かございますか。 

○事務局 今、審議の中で御指摘いただいた点について、修文なり検討結果なりを委員の

皆様にメール等でお送りして確認していただくという形でよろしいでしょうか。 

○石堂主査 本質的な部分とも思いませんので、御検討の結果を要項に反映していただく
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という方向でやりたいと思います。 

 それでは、本実施要項（案）につきましては、本日の審議を踏まえまして必要な修正を

行い、事務局を通じて各委員に確認した後に意見募集を行うようにお願いいたします。 

 環境省さんにおかれましては、本日の審議や意見募集の結果を踏まえて、引き続き御検

討いただきますようによろしくお願いしたいと思います。 

 また、委員の先生方におかれましても、本日質問できなかった事項等、確認事項がござ

いましたら事務局にお寄せください。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（環境省退室、農林水産省入室） 

○石堂主査 引き続きまして、農林水産省さんの「国有林間伐事業」の実施状況及び評価

の審議を始めたいと思います。 

 最初に、事業の実施状況につきまして農林水産省林野庁国有林野部業務課、渕上課長よ

り御説明をお願いしたいと思います。なお、説明はちょっと時間の都合がございまして、

10分程度でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○渕上課長 御紹介いただきました林野庁国有林野部業務課長の渕上でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 私ども国有林では、23年度から、公共サービス改革法に基づく民間競争入札ということ

で、間伐事業を路網整備と組み合わせた複数年契約という形で実施させていただいており

ます。今回は、その第一弾の23年度に契約したものの、24年度末までの実施状況について

御報告させていただくことになります。導入当時は、初めてのスキームということもあり

まして、事業発注あたりでなかなか苦労というか、手間取ったところもございましたけれ

ども、受託していただいた事業者の方からは、経営とか雇用の安定につながるということ

で、非常に好評の声もいただいているところでございます。 

 また、私ども国有林野事業は、実は本年度４月１日から特別会計から一般会計に移行し

まして、通常の一般林政、一般の森林林業、木材産業の行政といった行政ニーズに対して

積極的に貢献していくことが大きな課題になっております。そういった意味では、これま

で以上にしっかりした取り組みをして、民有林のモデルになるような事業をできるだけ進

めていきたいと思っておるところでございます。 

 本事業が効率的な間伐や路網整備に資するモデルということで、ぜひ普及していければ

いいのかなと思っているところでございますし、私どももこの事業については、そういっ

た普及モデルというか、先進的なモデルとして取り組みをさらに進めていきたいと思って

おります。これまでの間、委員の皆様方にはいろいろな御指導をいただきましたことを感

謝申し上げます。それと、本日はこの事業がさらにいい方向に進められるよう、御審議の

ほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 詳細については、担当のほうから御説明をさせていただきます。 

○尾山企画官 担当の尾山と申します。説明させていただきます。時間の関係もあるとい
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うことですので、かなりはしょって説明させていただきます。 

 まず、業務の内容でございますけれども、健全な森を育てていく過程で、過密になった

森林について抜き切りを行う、いわゆる間伐の実施と、間伐した木を路網、本事業では森

林作業道になりますが、路網と林業機械等を合理的に組み合わせた作業システムにより、

木材を一定の長さに切りそろえ、森から搬出するといったことがこの事業の内容でござい

ます。 

 実施箇所と受託事業者、事業期間については、配付資料の別紙１に記載してございます。

そちらを参照していただければと思います。 

 続きまして、１ページ目の２ 確保されるべき質の達成状況でございますが、実施要項

において、本事業の実施に当たり達成すべき事業の質として、「事業全体の企画立案及び

進行管理」、「間伐」、「路網整備」の３つの事項を設定しております。これらについて、

事業の検査時に確認するとともに、毎年度、実施状況調査というものを行っております。

これにおいて、各森林管理署で確認しているところでございます。 

 実施状況調査では、事業の目的や対象箇所の特性を踏まえた上で、受託事業者から提案

された内容についてもあわせて確認しているところでございます。 

 まず、事業全体の企画立案、進行管理についてですが、企画立案については、受託事業

者から提出された事業計画書において、従来実績を上回る労働生産性の目標設定がなされ

ていること。現場従事者の技術の向上や安全確保に関する取組が計画されていることなど

を確認し、各森林管理署において承認しております。 

 また、進行管理ですが、２ページになります。間伐面積の進捗状況は、全箇所の平均で

計画量の94％。間伐材の生産量、ここでは間伐した木から必要な部分のみを一定の長さに

切りそろえて、丸太の状態にして所定の箇所まで運んだものの数量と考えていただければ

いいと思います。実施要項では、集造材材積と言っております。この生産量の進捗状況で

すが、全箇所の平均で計画量の104％となっているところでございます。 

 ただ、個別に見ますと、間伐面積では関東森林管理局棚倉森林管理署及び中部森林管理

局中信森林管理署契約分で予定を下回っているところがございます。これは、これまで不

要なものとして林地に残していた小径材等について、杭等の新たな用途やバイオマス燃料

用への確保に向けて一部地域で需要が拡大しており、これらに対応するため出材したこと

により、生産量がふえた結果です。と申しますのも、本事業は生産量に応じて支払いを行

っておりますので、生産量の増加に伴い、支払い額が当該年度に設定した支払い限度額を

超えたことから、間伐の実施を控えたものでございます。 

 また、生産量の進捗が計画を下回っている箇所が２カ所ほどございます。東北森林管理

局管内のものでございます。間伐は行ったものの、林内からの搬出がおくれている部分や、

林内の一部で地形や地質の状況から森林作業道の作設が困難となり、搬出できない部分が

生じたためと考えております。 

 本事項に関連する受託事業者からの主要な提案の達成状況ですが、こちらのほうは別紙
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２に詳細なものがついておりますので、御参照いただければと思います。この中で、特に

労働生産性については、３ページをごらんいただければと思います。労働生産性について、

受託事業者が設定した数値目標を達成した箇所が５箇所。北海道局、東北局の４カ所につ

いては、地形や地質の状況から、森林作業道の開設に時間を要したこともございまして、

数値目標を下回っております。しかしながら、こちらの箇所においても、受託事業者の従

来の労働生産性の実績は確保しているという状況でございます。 

 続きまして、間伐についてですが、指定された伐採率を遵守するとともに、林分全体と

して偏りのない立木密度が確保されており、残存木に折損等の著しい損傷も生じていない

ことから、毎年の検査で不合格となった箇所はございません。また、現地の状況に応じた

作業システムにより実施されており、造材及び選別についても仕様書が遵守されていると

ともに、必要に応じて監督職員と調整が図られているところでございます。 

 続きまして、路網整備についてですが、現地の地形・地質により線形を見直した箇所は

あるものの、いずれも森林作業道作設指針に沿った規格、構造に基づき、現地の状況や実

施する作業システムに応じた路線計画、路線開設がなされております。また、現地植生を

活用した法面の保護や林地に残した小径木などによる丸太組工などが実施されており、現

地の資材が有効に活用されているところでございます。 

 以上のようなことから、進行管理の観点で一部おくれが出ている箇所があるものの、お

おむね確保すべき質の水準は満たされているものと考えるところでございます。 

 続きまして、４ページ、３の事業経費に関してですが、本事業では、この契約の間伐が

終了した後、次回の間伐の実施まで10年間程度の期間を経る必要がございます。このため、

他の民間競争入札で実施している施設管理等の事業のように、全く同一の箇所で事業経費

等の比較を行うことは難しい状況でございますので、今回、民間競争入札を実施した森林

管理署の単年度で実施している間伐事業と比較してみました。 

 その結果ですが、５ページをごらんください。平均応札者数は、本事業が2.6者に対して、

単年度事業は3.0者で、若干下回っているところでございます。ただ、平均落札率は、本事

業の91.1％に対して、単年度事業が91.8％でしたので、これも若干ではありますが、いい

方向に動いています。契約時の平均請負単価ですけれども、こちらのほうは１m3当たり

2,700円程度安価な実施となったところでございます。 

 応札者の関係なのですが、若干減っているということもございまして、民間競争入札を

実施した森林管理署において、事業者へのアンケートを行いました。そのアンケートの全

体は、別紙３に回答数等ございますので、後ほど御参照いただければと思います。その結

果から、本事業では、公告開始から入札までの期間が長く、この間に単年度事業を確保し

た民間事業者が本事業への参加を見送ったことが応札者の減った主な原因ではないかと考

えているところでございます。 

 事業経費については、事業規模が大きくなることで予定価格の積算段階での間接費が抑

えられたことなどから、契約時の平均請負単価については単年度事業より17％安価となり、
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コスト縮減については一定の効果が現れたものと考えております。 

 これらのことを踏まえまして、国有林の間伐事業の実施については、事業の質は確保さ

れており、事業費のコスト縮減の観点からも一定の効果があったものと考えているところ

でございますが、応札者の増加にはつながっていないことから、24年度実施要項の中で公

告期間の見直し等を行ったところであり、引き続き本事業を実施していく中で応札者数等

の競争性の状況を把握しつつ、さらに対象箇所の拡大措置を通じながら、多くの民間事業

者が入札へ参加を指向できるように対応していきたいと考えているところでございます。 

 説明は以上です。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 続きまして、本事業の評価について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 内閣府の事業評価（案）でございます。資料Ｅ－２をご覧ください。 

 ２ページ、２の受託事業者決定の経緯でございますが、当初、10事業箇所において事業

を予定していたところ、四国森林管理局の１事業箇所において不調に終わり、本事業は９

事業箇所で実施しております。 

 各事業箇所において総合評価を行い、それぞれ総合評価点の最も高い事業者が落札者と

なっております。 

 次に、４ページ下の（２）質の評価をご覧ください。事業全体の企画立案及び進行管理

等については、予定面積及び予定生産量を下回った事業箇所はあるものの、全体として概

ね計画通りに業務が行われています。 

 また、間伐についても、指定された伐採率等が遵守されており、路網整備についても作

業システムに応じた路線計画、路線開設がなされ、業務は適切に実施されていることから、

概ね確保されるべき対象公共サービスの質は確保されたものと評価しております。 

 次に、５ページの（４）実施経費等の評価をご覧ください。本事業は、単年度事業に比

べ事業規模が大きいことから、間接費が縮減されること等により平均請負単価については

一定の削減効果があったものと考えており、評価しているところでございますが、一方、

アンケート調査結果から、事業予定が組みにくい等の回答の割合も多いことから、入札時

期の早期化を検討する必要があると考えております。 

 最後に、５ページ下、３の評価のまとめでございますが、確保されるべき対象公共サー

ビスの質として設定された３事項については、間伐の予定面積及び予定生産量で一部の事

業箇所において達成できなかったものの、全体としては概ね適切に業務が行われていると

評価しております。一部の受託事業者において、新規雇用や高性能林業機械の導入等の設

備投資も見受けられ、林業事業体の経営基盤の強化にも資する側面が伺われており、また

費用面においても単年度事業に比べると間接費の縮減効果等から、民間競争入札を導入し

た一定の効果はあったものと考えております。 

 このため、次期事業において引き続き民間競争入札を実施することが適当であると考え

られます。ただし、実施に当たっては、アンケート調査結果等を踏まえ、入札時期の早期
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化を検討し、応札者数の拡大に向けた更なる取組を行う必要があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました事業の実施状況の評価（案）について、御質

問、御意見のある委員は御発言をお願いいたします。はい。 

○井熊副主査 御説明ありがとうございました。 

 民間事業者からの評価も高いですし、単価のコスト削減もあったということで、評価が

上がっているのかなと思います。ただ、この事業の一つの大きな問題というのは、この事

業を実施できる事業者の数が大変限られているということで、こういう人たちがいかに継

続的に事業に参加できるようにしていくかということで、事業に参加できなかった理由等

が書かれているわけですけれども、その辺についてきちんと対応していくことが重要かな

と。 

 例えば、コストのことに関しては仕方がないものがあるかもしれませんけれども、初年

度の事業に関しては、他の事業とのスケジュール的なすり合わせの部分があるし、企画書

の作成の煩雑さ、時間がないということに関しては、改善できる部分もあるということも

あるので、一層の改善をしていくためにも、今ある事業者を大事にしていく施策を進めて

いくべきかなと思います。 

○渕上課長 おっしゃられるとおり、私ども、民間の事業体の育成というのは非常に大き

な課題でございます。実は、木材が足らないということで、外国の木材を戦後復興に合わ

せて海外から随分輸入して、日本の木造住宅に海外の木を使ってきたのですけれども、そ

ういったことで自給率が２割を切っておった時代がございました。そのころ、ずっと日本

では木を植えていって、ようやく今、木が育って、切れるような時期になってまいりまし

たので、年間2,000万m3ぐらい国産材を使っていただいております。これが自給率で27％ぐ

らいなのですけれども、実は年間8,000万m3ぐらい日本の国民は木材を使っております。要

は、７割強はまだ外国の木を使っておりまして、そういった意味で国内の生産基盤が非常

に脆弱です。 

 日本の木材需給としては、年間8,000万m3ぐらい需要があるのですけれども、一方で、日

本の森林資源が49億m3あり、年間8,000万m3ぐらい成長しています。ということは、１年間

の成長分で１年間の国内の消費を賄うぐらい森が成長している。そういった意味では、資

源のない国である日本においては、資源としては非常に大切にすべき木材資源。それと、

水も森林資源から出てきますので、これを有効活用していくことが非常に大きな課題だと

いうことで、林野庁としても木材を使っていく施策を推進しており、現在2,000万m3ぐらい

使っている木材を、10年後には3,900万m3生産していこうという計画を立てております。 

 そうすると、今、民間の事業体の方々が生産する量の倍、生産していただかないといけ

ないので、早急に民間の事業体の方々の能力を上げていかないといけないということで、

これは私ども国有林だけではなくて、民有林も含めて、一般林政として事業体の育成とい
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うのが大きな課題になっております。そういった意味では、いろいろな補助のツールとか

もございますけれども、委員のほうからお話ありましたように、今回のこういったアンケ

ートを通じて、改善すべき点というか、事業体がどうやったらどんどん参加していただけ

るのかといった点を深掘りしながら、よくよく聞いていきながら進めていくことが非常に

大事だと思っております。 

 それと、若干ジレンマがあるのが、この中で幾つかお話がありましたけれども、企画提

案書の作成が煩雑というのがあって、役所としてはできるだけ簡単にというのがあるので

すけれども、この民間事業体の方々、レベルの差は幾つかあるのですけれども、一般のほ

かの業種の事業体の方々に比べて事務能力はかなり劣っておられるので、特にこういう企

画提案書とか文書物は非常に億劫に思う方々が多いのと、高齢化しているので、このあた

り単に簡素化するだけでなく、ポイントはきちんと押さえて、ほかの業種と同じようにき

ちんとした企画提案書ができるような方向に進めていかなくてはいけないのかなと思って

おります。 

 私どもが抱えている事業体のうち、会社として専門の事務所を抱えている方々はほとん

どいないというか、８割方は自宅と会社が兼務みたいなところでございまして、そういっ

た意味では事業体の育成が急務というのが私どもの課題ですし、御指摘のとおり、こうい

う方々の御意見も踏まえながら、どうやったら育っていくのかということを私たちも一生

懸命やっていかなくてはと思っております。 

○石堂主査 そのほかいかがでしょうか。 

○関根専門委員 今の点に関連しまして、10年後に倍にということをおっしゃっていまし

たが、実際行っている方の高齢化という話もあるとのことでした。従いまして、増やして

いくためには、高齢で高度な事業はやっていけない、継ぐ人がいないとか、そういうこと

のないようにうまく事業を与えてという意味で考えられているということになるのでしょ

うか。 

○渕上課長 育てるということですか。 

○関根専門委員 そうですね。 

○渕上課長 3Kどころじゃなくて、5Kとか、本日、ほかの方にちょっとお話したら8Kと言

われた方もいらっしゃるのですけれども、非常にＫがつくところが多くて、特に労働災害

が一番高い、危険率が高い職種なので、若者がなかなか入りづらい業種であることはたし

かです。ただし、林野庁では、10年ぐらい前から緑の雇用ということで、就業前に一定程

度テスト的に事業体で雇用していただいた場合に、その事業主さんに一定額を補助すると

いう制度をつくっておりまして、その制度をつくり始めてからは若い方々がこういう山の

仕事にかなり入ってきていただけて、定着し始めたという方向性も１つございます。 

 それが実は来年映画化されるのですけれども、「WOOD JOB」というもので、都会の人が

山で働く。田舎の好きな方もいらっしゃるし、きちんとした雇用体系をつくってあげれば、

もう少しそういった担い手というものができてくるのかなと。 
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 あとは、もっと近代化しないといけないと思っております。非常に危険な作業なので、

機械化を進める。欧米ではかなり機械化が進んでいるのですけれども、日本の場合はマー

ケットが小さいもので、農業機械の100分の１ぐらいのマーケットしかないのです。だから、

機械メーカーがなかなか開発をやりにくくて、２年ほど前から海外の機械メーカーを導入

しながら、ちょっと刺激的なこともやりながら、若者がもう少し入っていけるような産業

にも進めていきたいと思っております。 

○関根専門委員 ありがとうございました。 

○石堂主査 私からちょっと。アンケートの中で、コストに見合うメリットがないという

のが３割ぐらい出されていることがあって、私の理解するところでは、市場化テストとし

て出す部分と、そうでない部分は単年度でちょっとやっていく部分がある。そうすると、

メリットがないというのに対して、メリットの出る部分、魅力を高めてやろうというと、

そこはいいかもしれないけれども、一方で単年度で出していく部分が逆にふえて、トータ

ルとすれば全体としてのコストが余り改善されないのではないかという気もするのですけ

れども、そこはジレンマでないですか。 

○田口企画官 この事業を今回初めて実施した上での評価だったものですから、コストに

見合うメリットがないとの意見が出されたものと思います。先ほど課長が作業機械の話を

しましたが、実際事業を実行している方々は毎年、受注したエリアがあって作業をしてお

り、作業機械は、その都度、現地まで持ち込んでいます。次の年、また隣が受注できるか

どうかわからないから、作業が終了すると作業機械を持って帰って、事業を受注したらま

た持っていくという作業の積み重ねなのですね。これを３年間、全体で100haとか200haと

いう規模で、自分たちの都合に応じた、計画に応じた事業ができれば、作業機械を持って

行ったり、持って帰ったりする手間はものすごく大きなコストですので、これを軽減でき

ます。 

 そういったメリットが、この場合初めてだったものですから、事業者もなかなかわから

なかったと。そういったメリットをこれから私たちが、３年間の事業をするとこんなにい

いですよということを広げていこうと。そういうことを今、思っています。 

 あと、遠いから、通勤が大変だから、今回あきらめますという回答が、よく聞いてみま

したらありまして、これについても、これから本当の成果というものをもう少し広げてい

く中で、先ほど課長がお話しました事業体の育成といったことに役立てていきたいと思っ

ています。 

○石堂主査 今の29％というのも、企画提案書を提出したのに参加しなかったという人な

ので、その辺がうまく情報提供できれば出てくるという考えですね。 

○渕上課長 そうですね。人に見られる仕事じゃなくて、山の中でやりますから、実はほ

かの人の仕事がどういうことをやっておられるかとか、なかなか見る機会がなくて、情報

的には非常に孤立する傾向があるのです。だから、発展性が非常に弱いので、いろいろな

意味で情報を私どもも発信してあげないといけないし、どこかでいいことをやっている、
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すばらしいことをやっているというのを連れていって見せてあげるといったこともやって

あげないと、自分たちだけで先に進んでいきにくい、条件不利な仕事でございます。 

 特に、ここの中でメリットがないと言われた方は、場合によってはもうちょっと小さな

規模の方々だと、大きな規模を抱えても、その大きなものをこなすだけの機械化といった

能力がない方々。昔ながらにこじんまりと、高コストでも、自分のところの労賃だけ家族

的なところで稼げばいいという方々もいらっしゃる。そういう方々を排除しないのですけ

れども、そういう方々がもうちょっと経営基盤を強くしていって、能力を上げていただく

というスタイルに持っていくためには、こういったいい事例が、こうしたらこうなるので

す。だから、機械を導入して、もう少し経営を大きくしていきましょうということを、私

どもが今回のこのテストのモデルを積極的にPR、普及していかないといけないかなと思っ

ております。 

○石堂主査 そのほかいかがですか。ありがとうございました。 

 それでは、時間となりましたので、本事業の評価（案）に関する審議をこれまでとさせ

ていただきます。 

 事務局から何かございますか。 

○事務局 特にございません。 

○石堂主査 それでは、事務局におかれましては、本日の審議を踏まえ、事務局から監理

委員会に御報告するようにお願いします。 

 それでは、どうもありがとうございました。 


